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アメリカにおける内部者取引規制の法理再論（上）７１

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
内
部
者
取
引
規
制
の
法
理
再
論
（
上
）

ｌ
規
制
の
限
界
（
内
部
者
の
範
囲
）
を
め
ぐ
る
最
近
の
動
向
Ｉ

目

二
、
キ
ャ
デ
ィ
ー
・
ロ
バ
ー
ツ
、
テ
キ
サ
ス
・
ガ
ル
フ
・
サ
ル
フ
ァ
以
後
の
発
展
と
問
題
点

⑪
内
部
者
取
引
と
詐
欺
的
行
為
お
よ
び
開
示
義
務

②
キ
ャ
デ
ィ
ー
・
ロ
バ
ー
ツ
審
決
お
よ
び
テ
キ
サ
ス
・
ガ
ル
フ
・
サ
ル
フ
ァ
判
決
の
法
理
ｌ
《
《
ｓ
ｇ
－
ｏ
の
①
。
『
：
⑪
白
目
》
》
２
－
の

③
キ
ャ
デ
ィ
ー
・
ロ
バ
ー
ツ
、
テ
キ
サ
ス
・
ガ
ル
フ
・
サ
ル
フ
ァ
以
後
の
発
展
と
問
題
点

山
規
制
の
範
囲
を
め
ぐ
る
提
言

伯
シ
、
鈩
○
目
目
の
日
ほ
の
耳
の
『

⑪
キ
ァ
レ
ラ
（
ｏ
冨
四
『
の
一
一
四
）
控
訴
審
判
決
ｌ
富
日
山
鳥
の
一
旨
の
丘
の
『
》
・

ロ
ブ
ラ
ド
ニ
ー
（
因
日
冒
旦
）
教
授
の
見
解
（
以
上
本
号
）

三
、
最
高
裁
キ
ア
レ
ア
判
決
お
よ
び
ダ
ー
ク
ス
（
目
鼻
⑫
）
判
決
の
意
義

四
、
結
論
－
内
部
者
取
引
規
制
の
理
念
と
そ
の
範
囲
ｌ
シ
ロ
》
句
の
。
①
且
の
の
。
冒
冒
の
、
○
・
号
と
の
関
連
で
－

､

序
次

島
袋
鉄
男
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株
価
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
情
報
が
未
だ
公
開
さ
れ
な
い
間
に
、
会
社
の
役
員
、
取
締
役
等
情
報
に
接
し
う
る
地
位
に
あ
る
が

た
め
に
そ
の
情
報
を
得
た
者
が
、
そ
の
情
報
に
基
づ
い
て
株
式
を
売
買
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
利
益
を
得
た
り
、
損
失
を
免
れ
た
り
す

る
い
わ
ゆ
る
内
部
者
取
引
（
旨
い
】
：
【
百
四
ｓ
品
）
に
対
す
る
規
制
が
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
著
し
く
発
展
し
て
い
る
こ
と
は
、

す
で
に
わ
が
国
に
お
い
て
も
衆
知
の
こ
と
で
恥
恥
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
内
部
者
取
引
を
禁
止
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
自
体
は

裁
判
所
お
よ
び
証
券
取
引
委
員
会
（
の
①
目
『
旨
の
、
回
※
＆
目
、
の
Ｃ
Ｏ
目
目
⑫
⑪
一
目
－
Ｓ
Ｅ
Ｃ
）
に
お
い
て
法
と
し
て
定
着
し
て

い
る
と
い
っ
て
尭
樫
・
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
内
部
者
取
引
に
対
す
る
規
制
は
主
と
し
て
連
邦
証
券
諸
法
を
根
拠
に
行
わ
れ
て
き
た
が
、

こ
れ
ら
の
制
定
法
に
内
部
者
取
引
自
体
を
明
文
で
禁
じ
た
規
定
が
あ
る
わ
け
で
は
猩
但
、
い
わ
ゆ
る
一
般
的
詐
欺
禁
止
規
定

（
ぬ
の
ロ
①
日
一
目
摩
‐
庁
目
」
耳
・
く
一
の
一
目
⑫
）
、
な
か
で
も
証
券
取
引
所
法
（
号
の
の
⑩
ｎ
日
目
の
⑰
回
〆
呂
目
、
の
シ
○
一
日
］
①
函
』
）

一
○
条
」
熈
（
以
下
、
単
に
一
○
条
ｂ
項
と
い
う
）
お
よ
び
同
条
項
に
基
づ
い
て
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
冒
一
の
］
ｓ
ｌ
ｍ （

５
）

（
６
）

の
下
で
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
審
決
や
裁
判
所
の
判
決
に
お
い
て
、
内
部
者
取
引
が
こ
れ
ら
の
規
定
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
詐
欺
的
行
為
に
該
当

す
る
と
解
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
規
制
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
。
内
部
者
取
引
が
詐
欺
的
行
為
に
当
る
と
す
る
解
釈
に
つ
い
て
法
理

上
の
根
拠
と
さ
れ
た
の
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
詐
欺
に
関
す
る
法
理
（
岳
の
８
コ
目
・
口
一
四
三
日
岳
の
一
・
耳
ｏ
【
』
の
。
①
】
｛
）
で
あ

（
７
）

り
、
閉
鎖
的
会
社
の
役
員
や
取
締
役
あ
る
い
は
支
配
株
主
に
よ
る
内
部
者
取
引
が
問
題
と
さ
れ
た
当
初
の
ケ
ー
ス
で
は
、
こ
れ
を
詐

欺
と
構
成
す
る
こ
と
に
と
く
に
問
題
は
生
じ
な
か
っ
た
が
、
証
券
取
引
所
を
通
じ
て
株
式
の
取
引
が
行
わ
れ
て
い
る
公
開
会
社
に
つ

い
て
内
部
者
取
引
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
－
の
法
理
だ
け
で
は
こ
れ
を
詐
欺
だ
と
解
す
る
こ
と
に
つ
き
難
点
が
あ
っ

た
。
こ
の
点
で
、
コ
モ
ン
・
ロ
Ｉ
の
法
理
を
発
展
さ
せ
、
証
券
取
引
所
の
よ
う
な
非
個
性
的
取
引
市
場
（
》
『
目
の
Ｈ
ｍ
ｏ
ｇ
一
日
胃
百
一
）

（
８
）

に
お
け
る
内
部
者
取
引
を
も
違
法
と
す
る
法
理
を
明
確
に
し
た
の
は
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
キ
ャ
デ
ィ
ー
・
ロ
バ
ー
ツ
審
決
お
よ
び
〈
ロ
衆
国
第
二

一

、

序
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（９）

巡
回
区
控
訴
裁
判
所
の
テ
キ
サ
ス
・
ガ
ル
フ
・
サ
ル
フ
ァ
判
決
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
内
部
者
取
引
規
制
に
関
す
る
一
般
的
法

理
が
確
立
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
く
、
こ
の
法
理
に
基
づ
い
て
内
部
者
取
引
の
規
制
は
そ
の
後
、
伝
統
的
に
会
社
内
部
者
（
ｏ
Ｃ
ｓ
Ｃ
３
－
①

］
ロ
印
丘
の
［
）
と
さ
れ
る
役
員
、
取
締
役
お
よ
び
支
配
株
主
は
勿
論
の
こ
と
、
内
部
者
か
ら
内
部
情
報
を
内
密
に
知
ら
さ
れ
た
者
（
い

わ
ゆ
る
庁
一
目
の
①
ｌ
内
報
受
領
者
）
や
従
来
必
ず
し
も
内
部
者
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
者
に
ま
で
及
ん
で
い
っ
た
。
こ
の
よ

う
な
内
部
者
の
範
囲
の
拡
大
は
、
そ
の
限
界
如
何
に
つ
い
て
問
題
を
提
起
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
こ
と
は
内
部
者
取
引
規
制
の
理

念
に
ま
で
遡
っ
て
そ
の
法
理
を
検
討
し
深
化
さ
せ
る
契
機
と
な
っ
た
。

一九八○年の合衆国最高裁判所のキァレラ（・亘…一一．）灘は、内部者の範囲の限界が問われている中てキ
ャ
デ
ィ
ー
・
ロ
バ
ー
ツ
や
テ
キ
サ
ス
・
ガ
ル
フ
・
サ
ル
フ
ァ
の
法
理
を
基
礎
と
し
て
発
展
し
て
き
た
内
部
者
取
引
規
制
の
法
理
に
つ

い
て
、
真
正
面
か
ら
こ
れ
を
と
り
あ
げ
、
最
高
裁
判
所
と
し
て
の
判
断
を
示
し
た
最
初
の
も
の
と
し
て
重
要
な
意
義
を
有
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。
キ
ア
レ
ラ
判
決
で
示
さ
れ
た
見
解
は
、
続
く
ダ
ー
ク
ス
（
ｇ
論
）
判
決
で
再
確
認
さ
れ
、
よ
り
明
確
に
さ
れ
た
。

（
Ｕ

キ
ア
レ
ラ
判
決
お
よ
び
ダ
ー
ク
ス
判
決
に
よ
っ
て
、
内
部
者
取
引
に
つ
い
て
何
ら
か
の
規
制
が
な
さ
れ
る
べ
き
こ
と
お
よ
び
従
来

（
ら

の
内
部
者
取
引
規
制
の
基
本
的
な
前
提
に
つ
い
て
は
最
高
裁
判
所
の
承
認
を
得
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
最
高
裁
判
所
の

見
解
は
そ
の
法
理
を
極
め
て
厳
格
に
解
す
る
も
の
で
、
結
果
的
に
内
部
者
の
範
囲
を
狭
め
る
と
い
う
効
果
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
そ
の
後
、
そ
の
こ
と
が
内
部
者
取
引
規
制
の
理
念
に
照
ら
し
て
妥
当
な
も
の
で
あ
る
か
、
キ
ァ
レ
ラ
判
決
の
下
で
、
な
お
、

内
部
者
取
引
規
制
を
強
化
す
る
た
め
に
ど
の
よ
う
な
法
理
が
可
能
な
の
か
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
法
律
協
会
の
連

邦
証
券
法
典
（
シ
目
の
『
一
○
：
百
三
百
⑫
冒
貝
＠
句
の
月
日
一
ｍ
の
２
『
一
茸
の
②
○
○
号
）
は
内
部
者
取
引
に
つ
い
て
特
別
の
規
定
を
設

け
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
ア
メ
リ
カ
で
の
内
部
者
取
引
規
制
に
お
け
る
内
部
者
の
範
囲
を
め
ぐ
る
最
近
の
動
向
を
紹
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
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内
部
者
取
引
規
制
の
基
本
問
題
を
考
察
す
る
際
の
参
考
に
供
し
た
い
と
思
う
。

注（
１
）
竹
内
昭
夫
他
「
内
部
者
取
引
」
証
券
研
究
四
一
巻
（
昭
和
五
○
）
一
三
三
頁
以
下
、
龍
田
節
「
証
券
取
引
の
法
的
規
制
」
現
代
の
経
済

樹
造
と
法
（
昭
和
五
○
）
五
二
七
頁
以
下
、
神
崎
克
郎
・
証
券
取
引
規
制
の
研
究
（
昭
和
四
三
）
九
一
頁
以
下
。

（
２
）
ロ
）
ロ
四
一
口
○
・
伊
§
ぬ
の
ぐ
。
。
且
》
』
富
←
烏
「
Ｒ
高
殿
『
園
ミ
ミ
骨
国
９
９
昔
ｑ
、
『
計
・
巷
荷
邑
勺
・
麓
’
９
旨
蔚
辱
詞
③
§
§
局
員

『
つ
○
四
一
一
［
・
Ｐ
・
幻
の
く
・
］
（
】
垣
、
画
）
〔
二
の
『
の
－
．
回
（
←
の
『
。
諄
の
○
ｍ
の
Ｆ
ｍ
ｐ
ｍ
の
『
。
。
］
｛
〕

（
３
）
た
だ
し
、
証
券
取
引
所
法
（
岳
の
ｍ
の
２
『
耳
】
の
②
回
：
百
口
、
の
シ
○
一
．
｛
］
・
農
）
一
六
条
ｂ
項
は
取
締
役
等
内
部
者
の
い
わ
ゆ
る

短
期
売
買
差
益
の
返
還
義
務
に
つ
い
て
定
め
て
お
り
、
内
部
者
取
引
禁
止
の
明
文
規
定
と
み
る
こ
と
も
出
来
る
が
、
そ
の
責
任
は
必
ず
し

も
内
部
情
報
に
基
づ
く
取
引
に
限
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
ト
適
用
の
範
囲
が
狭
く
、
内
部
者
取
引
規
制
の
手
段
と
し
て
は
十
分
な
も
の

（
５
）

（
４
）

で
は
な
い
。

一
○
条
ｂ
項
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

宮
②
富
二
ヶ
の
一
目
］
囚
署
冑
】
崗
。
Ｈ
自
冒
ロ
①
『
⑩
。
Ｐ
＆
『
の
、
筐
］
。
『
ご
ｓ
『
の
Ｏ
こ
『
冒
す
『
ロ
⑰
の
。
［
画
ミ
ヨ
の
四
コ
⑪
。
『
旨
の
一
目
‐

一
日
の
口
冨
］
】
ご
ａ
ご
（
の
『
⑰
薗
冨
○
．
日
日
の
目
の
。
『
。
［
岳
の
自
画
】
］
の
】
。
［
。
【
血
目
『
菌
ロ
】
一
』
ご
◎
｛
四
口
『
ご
凹
丘
○
コ
四
一

⑫
の
ロ
ロ
『
一
汗
一
の
⑩
の
〆
◎
ず
四
口
い
の
卯

（
ご
）
曰
・
巨
冊
・
門
の
日
己
］
。
］
》
旨
８
目
の
○
回
・
口
副
島
己
自
・
冨
冊
・
吋
圃
一
の
。
市
日
こ
の
①
・
巨
臥
ｑ
Ｒ
の
、
房
自
の
」
・
ロ
“

貝
島
・
ロ
巳
②
８
月
曰
⑥
、
関
：
自
由
の
日
目
］
⑰
①
Ｃ
日
ご
ロ
２
８
吋
の
鰹
②
戸
①
Ｈ
⑪
」
・
目
〕
日
凹
巳
己
巳
島
ぐ
の
。
Ｈ
：
。
①
目
『
の

」
の
『
】
Ｃ
の
日
８
口
目
弓
：
◎
の
日
８
口
目
ぐ
①
具
】
。
ｐ
・
【
圏
：
２
行
⑰
：
ｇ
Ｈ
の
、
巳
凰
・
厨
凹
⑪
［
■
の
０
．
日
目
風
呂
日
昌

ご
門
の
冊
臥
す
の
、
②
ロ
８
①
閲
肖
］
・
吋
呂
ｂ
Ｈ
◎
官
臂
の
冒
号
の
己
巨
目
・
旨
寓
研
『
Ｃ
射
す
号
の
胃
。
（
の
８
．
口
。
｛
ご
く
の
閏
）
；

】
切
口
・
の
。
。
。
》
『
巴
（
す
｝
（
巳
呂
）
・

幻
巳
の
】
８
－
ｍ
ほ
つ
ぎ
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。
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閂
芹
、
ざ
ロ
］
】
す
①
ロ
ロ
｝
四
頭
「
烏
■
］
｛
。
『
四
口
『
ロ
①
『
の
Ｃ
ｐ
や
ロ
ゴ
円
の
○
一
｝
竜
。
【
一
己
。
】
『
の
。
←
一
］
】
ず
望
巨
⑪
の
。
【
四
口
］
ロ
】
の
四
目
の
。
［

一
口
⑪
芹
門
口
吋
口
の
ロ
芹
四
］
一
一
］
○
烏
】
ロ
芹
の
Ｈ
⑫
一
口
芹
の
Ｄ
Ｃ
目
員
回
の
門
口
の
》
。
『
○
門
芹
弓
の
『
ロ
四
】
｜
⑨
。
『
。
【
ロ
ロ
再
埼
ロ
ロ
】
｜
】
｛
望
。
角
囚
口
琶
ロ
ロ
芹
】
。
■
画
一

の
①
。
巨
吋
】
芹
】
の
⑪
の
罵
り
ニ
ロ
ロ
函
の
ち

一
二
｛
○
の
『
ロ
Ｃ
］
。
『
凹
口
］
こ
の
『
】
Ｃ
①
》
⑫
ロ
ケ
の
ロ
弓
の
。
○
門
口
局
房
】
、
】
ｏ
の
一
。
』
の
｛
『
凹
巨
。
》

｛
ご
芹
。
『
ロ
四
穴
の
四
コ
琶
巨
。
←
閂
巨
の
⑪
（
■
｛
の
ロ
］
の
ロ
ー
Ｃ
冷
血
『
ロ
ロ
芹
の
円
一
口
］
帛
凹
、
一
．
門
戸
。
。
ｐ
〕
一
一
芹
◎
の
一
四
芹
の
■
『
。
、
｛
の
『
］
画
一
【
四
。
芹

口
の
○
の
、
⑩
四
『
『
】
口
。
『
□
の
『
（
。
『
ロ
、
【
の
（
ず
の
⑪
戸
四
（
の
『
ロ
の
ロ
←
⑪
■
〕
口
旦
の
ご
】
ロ
佇
可
の
］
】
ぬ
豈
芹
。
【
芹
豈
の
。
】
『
ｏ
ｐ
Ｈ
口
の
芹
ロ
ロ
ロ
の
⑫

ロ
ロ
口
の
門
ご
芦
】
◎
す
庁
豈
の
］
一
二
の
［
の
回
〕
口
旦
の
》
ロ
○
片
【
ご
】
の
］
の
四
。
一
二
ｍ
。
。
『

一
望
｛
ｏ
の
ロ
、
四
ｍ
の
】
ロ
ロ
ロ
］
ロ
。
芹
マ
ロ
Ｈ
ｍ
ｏ
芹
】
ｏ
の
Ｕ
ｏ
ｎ
Ｄ
Ｃ
ｐ
【
の
①
。
ｍ
ワ
■
の
曰
口
の
②
の
こ
ず
一
○
二
．
□
の
『
画
一
の
⑩
。
『
餌
「
。
Ｅ
一
口
。
□
’

の
『
四
片
の
四
⑩
四
角
『
囚
巨
。
。
『
』
の
。
①
》
｛
ロ
ロ
。
。
ｍ
己
電
ロ
の
『
⑪
。
□
ご

］
ｐ
Ｄ
Ｃ
ｐ
ｐ
の
◎
註
Ｃ
ご
言
茸
弓
（
ざ
の
ロ
ロ
『
○
二
四
印
の
。
、
⑪
囚
］
の
。
【
、
口
蜀
、
の
。
■
ユ
ー
罠
。
。
『
○
・
句
・
幻
。
、
⑭
←
Ｐ
］
◎
ず
－
ｍ
（
】
中
の
◎
）

（
６
）
注
（
４
）
（
５
）
参
照
。

（
７
）
例
え
ば
、
【
四
日
Ｃ
ご
く
’
三
四
威
○
口
四
』
。
】
ロ
②
ロ
日
○
Ｐ
》
『
②
句
．
、
巨
ロ
ロ
・
『
①
、
（
向
・
ロ
勺
凹
・
］
眉
『
）
（
Ｄ
Ｃ
【
己
。
『
日
の
。
（
［
）
Ｏ
の
円
の

四
コ
。
＆
門
の
○
戸
。
■
、
）
》
の
□
の
①
。
ご
・
弓
『
画
口
の
四
日
の
『
】
。
、
。
。
『
□
・
》
。
①
句
・
の
臣
ロ
ロ
・
画
Ｃ
の
（
□
・
口
の
一
・
】
⑪
望
）
（
。
。
■
（
『
。
］
］
旨
い

の
茸
、
『
の
ぎ
。
］
ｇ
の
［
⑫
）

（
８
）
閂
口
忌
の
三
四
｛
（
の
『
。
［
。
且
『
・
幻
○
ケ
の
『
芹
、
》
陣
○
○
・
．
き
の
・
回
・
○
・
＆
『
（
」
ｇ
］
）
本
審
決
に
つ
い
て
は
、
神
崎
・
前

掲
書
一
○
九
頁
以
下
、
拙
稿
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
内
部
者
取
引
規
制
の
法
理
ロ
」
琉
大
法
学
第
二
三
号
一
一
頁
以
下
参
照
。

（
９
）
の
回
。
ご
・
弓
の
圃
印
○
巨
罵
の
巳
已
目
『
○
・
・
・
ｇ
］
句
・
ど
ｍ
閨
（
旨
Ｑ
『
・
］
・
富
）
本
判
決
に
つ
い
て
は
、
龍
田
〔
一
九

七
○
－
一
〕
ア
メ
リ
カ
法
一
○
○
頁
以
下
、
拙
稿
前
掲
注
８
二
頁
以
下
な
ど
参
照
。

（
ｍ
）
○
三
四
『
の
］
一
ｍ
『
・
ロ
ロ
茸
の
Ｑ
の
一
日
の
⑫
》
』
息
口
の
．
呂
画
（
］
①
ｇ
）
本
判
決
に
つ
い
て
は
、
栗
山
修
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
内
部

者
取
引
規
制
」
同
志
社
法
学
第
一
七
六
号
八
七
頁
以
下
、
小
林
成
光
〔
一
九
八
二
－
一
一
〕
ア
メ
リ
カ
法
一
一
五
六
頁
以
下
参
照
。

（
、
）
げ
ぃ
口
囚
の
『
。
。
『
ず
の
尽
茸
ロ
ロ
。
←
の
画
》
貝
②
．
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ニ
キ
ャ
デ
ィ
ー
・
ロ
バ
ー
ツ
、
テ
キ
サ
ス
・
ガ
ル
フ
・
サ
ル
フ
ァ
以
後
の
発
展
と
問
題
点

川
内
部
者
取
引
と
詐
欺
的
行
為
お
よ
び
開
示
義
務

内
部
者
取
引
は
そ
れ
が
連
邦
証
券
諸
法
の
一
般
的
詐
欺
禁
止
規
定
と
こ
れ
ら
の
規
定
に
基
づ
い
て
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た

規
則
（
そ
の
代
表
的
な
も
の
が
一
○
条
ｂ
項
お
よ
び
幻
巳
⑪
」
ｓ
－
ｍ
で
あ
る
）
で
禁
示
し
て
い
る
詐
欺
的
行
為
に
当
る
と
し
て
規

制
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
で
、
不
実
表
示
や
い
わ
ゆ
る
半
事
実
（
冨
冨
ｌ
芹
已
三
）
の
表
示
の
場
合
と
異
な
り
、
内
部
者

取
引
の
場
合
に
は
行
為
者
の
側
に
相
手
方
を
欺
岡
す
る
よ
う
な
積
極
的
な
行
為
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
た
だ
株
価
の
決
定
に
影
響
を

及
ぼ
す
重
要
な
未
公
開
情
報
を
知
っ
て
い
な
が
ら
、
そ
の
こ
と
を
黙
っ
て
取
引
を
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
。
従
っ
て
、

内
部
者
取
引
が
詐
欺
的
行
為
に
当
る
と
い
う
た
め
に
は
、
重
要
な
未
公
開
情
報
に
つ
い
て
黙
っ
て
取
引
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
沈
黙

（
巴
｝
⑩
ロ
ロ
の
）
も
こ
の
場
合
に
は
詐
欺
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
無
論
、
一
○
条
ｂ
項
や
勾
口
一
の
］
ｓ
－
ｍ

な
ど
が
そ
の
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
一
般
的
に
詐
欺
的
行
為
を
違
法
だ
と
定
め
る
だ
け
で
、
そ

こ
で
い
う
詐
欺
的
行
為
に
つ
い
て
独
自
の
概
念
規
定
を
し
て
い
る
わ
け
で
も
堤
槌
。
そ
こ
で
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
こ
の
規
定
を
執
行
し
て
い
く

場
合
や
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
審
決
あ
る
い
は
裁
判
所
の
判
決
に
お
い
て
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
行
為
が
こ
の
規
定
で
い
う
詐
欺
的
行
為
に

な
る
か
と
い
う
解
釈
が
重
要
な
問
題
と
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
解
釈
は
当
初
か
ら
コ
モ
ン
・
ロ
－
に
従
っ
て
行
わ
れ
、
内
部
者

（
⑫
）
ロ
耳
丙
の
ぐ
・
の
一

］
■
］
】
］
ご
］
⑫
⑭
四
）

（
昭
）
Ｆ
四
．
頂
の
ご
○
。

Ｆ
四
コ
、
の
ご
○
Ｃ
目
・
駒
黛
、
日
ロ
◎
庁
の
、
》
画
一
⑬
》
国
、
彦
凹
『
。
】
・
三
○
『
ぬ
山
口
》
己
扇
ぎ
の
国
ミ
ロ
ゴ
ミ
寳
晒
宛
鐘
歸
切
跨
｛
付
『
○
蔵
旦
甸
魯
冒

し
忌
円
淨
免
ヒ
ロ
）
葛
》
風
、
荷
員
一
息
薯
切
甘
曾
民
）
Ｑ
用
｛
）
毎
一
。
ご
ロ
ー
患
四
四
⑪
丘
ロ
、
⑪
Ｆ
・
］
・
］
一
つ
『
》
Ｅ
Ｃ
②
－
Ｅ
Ｃ
②
（
］
呂
画
）

〔
雪
の
『
の
冒
囚
鷺
の
Ｈ
ａ
芹
の
』
山
の
三
○
局
、
ロ
ロ
〕

の
回
○
・
ｍ
の
。
．
宛
の
砲
・
陣
旧
．
宛
の
ロ
．
（
、
ｚ
少
）
ご
○
一
・
］
口
書
国
①
（
の
ロ
の
○
旨
｝
の
■
つ
ロ
］
の
曰
の
ロ
｛
）
四
片
の
－
画
（
、
．
○
（
・
・
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（躯）
取
引
が
詐
欺
と
な
る
と
い
う
の
も
、
あ
る
場
合
に
は
沈
黙
も
詐
欺
と
な
る
と
す
る
コ
モ
ン
・
ロ
－
に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
す

な
わ
ち
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
沈
黙
は
詐
欺
と
は
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
通
常
の
取
引
に
お
け
る
一
般
原
則
で
あ
る
が
、
取
引
当
事
者

間
に
あ
る
種
の
信
任
関
係
（
８
貝
邑
の
ロ
茸
四
一
・
『
｛
－
１
口
・
一
口
『
旨
『
の
一
日
一
・
コ
）
が
あ
る
場
合
に
は
、
一
方
が
他
方
に
対
し
て
自
己
の

知
り
得
た
重
要
な
情
報
を
開
示
す
べ
き
義
務
を
負
う
場
合
が
あ
り
、
こ
の
場
合
に
は
不
開
示
（
沈
黙
）
も
詐
欺
と
な
る
と
さ
れ
る
と
こ

ろ
鍍
襲
、
こ
の
法
理
を
会
社
あ
る
い
は
株
主
に
対
し
て
受
任
者
た
る
地
位
に
あ
る
会
社
の
役
員
、
取
締
役
あ
る
い
は
支
配
株
主
の
株

主
を
相
手
と
す
る
当
該
会
社
の
株
式
取
引
に
適
用
し
て
内
部
者
取
引
が
詐
欺
と
な
る
と
さ
れ
た
。
従
っ
て
こ
の
法
理
の
特
色
は
、
内

部
者
取
引
が
詐
欺
と
な
る
前
提
条
件
と
し
て
の
開
示
義
務
（
含
ｑ
・
｛
＆
：
一
○
⑫
日
の
）
を
生
ぜ
し
め
る
信
任
関
係
が
ま
ず
取
引
当
事

者
間
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
こ
と
で
あ
り
、
当
初
の
審
決
や
判
決
は
そ
の
関
係
の
存
在
を
会
社
と
特
別
の
関
係
に
あ
る
と
い

う
役
員
や
取
締
役
等
の
内
部
者
た
る
地
位
（
旦
…
）
に
求
窪
・

内
部
者
取
引
を
詐
欺
禁
止
規
定
を
根
拠
に
規
制
の
対
象
と
す
る
限
り
、
重
要
な
未
公
開
情
報
を
開
示
し
な
い
で
取
引
す
る
こ
と
が

詐
欺
と
な
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
は
情
報
を
有
し
て
い
る
者
の
側
に
そ
の
情
報
を
開
示
す
べ
き
義
務
が
あ
る
と

す
る
こ
と
が
前
提
条
件
と
な
り
、
こ
の
開
示
義
務
を
生
ぜ
し
め
る
根
拠
如
何
が
キ
ー
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
。
コ
モ
ン
・
ロ
Ｉ
に
よ
る
限

り
、
そ
れ
は
取
引
当
事
者
間
に
存
す
る
信
任
関
係
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
信
任
関
係
の
存
在
を
厳
格
に
要
求
す
る
と
、

証
券
取
引
所
の
よ
う
な
取
引
当
事
者
が
相
対
し
な
い
非
個
性
的
取
引
市
場
に
お
け
る
内
部
者
取
引
、
な
か
で
も
会
社
の
役
員
や
取
締

役
等
の
い
わ
ゆ
る
会
社
内
部
者
が
ま
だ
当
該
会
社
の
株
主
と
な
っ
て
い
な
い
一
般
投
資
者
に
対
し
て
株
式
を
売
付
け
る
場
合
を
規
制

し
え
な
く
軽
鯛
・
こ
の
こ
と
は
、
証
券
取
引
所
の
よ
う
な
市
場
で
の
取
引
の
規
制
を
目
的
と
す
る
証
券
諸
法
の
下
に
お
け
る
規
制
原

理
と
し
て
は
致
命
的
な
欠
陥
と
な
る
。
そ
こ
で
こ
の
よ
う
な
市
場
に
お
け
る
内
部
者
取
引
を
も
規
制
し
う
る
法
理
、
す
な
わ
ち
開

示
義
務
の
存
在
を
根
拠
づ
け
る
法
理
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
を
提
示
し
た
の
が
キ
ャ
デ
ィ
ー
・
ロ
バ
ー
ツ
審
決
お
よ
び
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キ
ャ
デ
ィ
ー
・
ロ
バ
ー
ツ
ケ
ー
ス
は
証
券
業
者
（
耳
・
穴
臼
－
こ
の
巴
の
Ｒ
【
冨
日
）
の
パ
ー
ト
ナ
ー
が
あ
る
会
社
の
減
配
の
決
定
に
関

す
る
情
報
に
基
づ
い
て
そ
の
情
報
が
公
表
さ
れ
る
前
に
顧
客
の
た
め
に
行
っ
た
当
該
会
社
の
株
式
取
引
に
つ
い
て
一
○
条
ｂ
項
お
よ

び
冒
一
の
Ｓ
す
－
ｍ
違
反
が
問
題
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
情
報
は
証
券
業
者
の
代
表
者
が
同
時
に
当
該
会
社
の
取
締
役
で

も
あ
っ
た
こ
と
か
ら
公
表
前
に
代
表
者
か
ら
証
券
業
者
の
パ
ー
ト
ナ
ー
に
知
ら
さ
れ
た
も
の
で
、
問
題
と
さ
れ
た
株
式
取
引
が
内
報

受
領
者
（
は
弓
の
①
）
の
株
式
取
引
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
が
証
券
取
引
所
を
通
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
、
し
か
も
株
式
の
売
付
け
で
あ

っ
た
点
で
従
来
の
コ
モ
ン
・
ロ
－
の
法
理
で
は
開
示
義
務
を
認
め
る
の
に
困
難
な
事
例
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、
一
○

条
ｂ
項
お
よ
び
百
行
］
ｓ
ｌ
ｍ
違
反
を
認
め
、
詐
欺
禁
止
規
定
の
下
で
、
あ
る
情
報
を
開
示
せ
ず
に
取
引
す
る
こ
と
が
詐
欺
と
な

る
た
め
の
前
提
と
し
て
の
開
示
義
務
を
認
定
す
る
際
の
基
本
的
な
要
因
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
提
示
し
た
。

｜
第
一
は
、
会
社
の
目
的
の
た
め
に
の
み
用
い
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
他
の
如
何
な
る
個
人
的
利
益
の
た
め
に
も
用
い
ら
れ
て

は
な
ら
な
い
情
報
に
直
接
・
間
接
に
接
す
る
こ
と
と
な
る
関
係
の
存
在
（
言
の
①
凶
⑭
一
の
ｐ
Ｃ
の
。
帛
爲
の
一
四
は
。
ｐ
印
三
℃
函
ゴ
ヨ
、
ｇ
ｏ
の
印
の
》

昌
忌
、
二
『
○
局
一
目
一
『
の
９
－
旨
》
一
○
一
貝
自
白
■
ご
Ｃ
ロ
：
）
。
第
二
は
、
取
引
当
事
者
の
一
方
が
、
相
手
方
が
右
の
情
報
を
利
用
し
え

な
い
と
い
う
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
自
己
の
た
め
に
そ
れ
を
利
用
す
る
場
合
に
牛
守
る
生
米
明
な
不
公
正
（
】
目
：
具
自
国
日
の
鞄
」
・

合
象
国
第
二
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
の
テ
キ
サ
ス
・
ガ
ル
フ
・
サ
ル
フ
ァ
判
決
は
、
キ
ャ
デ
ィ
ー
・
ロ
バ
ー
ツ
審
決
の
右
の
原
則
を

全
面
的
に
受
入
れ
、
こ
れ
を
よ
り
一
般
的
に
発
展
さ
せ
、
い
わ
ゆ
る
負
＆
：
一
・
②
の
日
：
⑪
国
旨
ご
ル
ー
ル
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
法
理
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
た
。

テ
キ
サ
ス
・
ガ
ル
フ
・
サ
ル
フ
ァ
判
決
で
あ
っ
た
。

②
キ
ャ
デ
ィ
ー
・
ロ
バ
ー
ツ
審
決
お
よ
び
テ
キ
サ
ス
・
ガ
ル
フ
・
サ
ル
フ
ァ
判
決
の
法
理
Ｉ
員
ｓ
：
一
・
ｍ
の
日
：
⑫
冨
旨
・
》

『
巳
の
Ｉ
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こ
の
規
則
の
本
質
は
、
自
己
の
た
め
に
あ
る
会
社
の
証
券
の
取
引
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
、
も
っ
ぱ
ら
会
社
の
目
的
の
た
め
に
利

用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
他
の
い
か
な
る
個
人
的
利
益
の
た
め
に
も
利
用
し
て
は
な
ら
な
い
情
報
に
直
接
、
間
接
に
接
し
た
場
合

に
は
、
そ
の
情
報
が
取
引
の
相
手
方
、
す
な
わ
ち
一
般
投
資
者
に
未
だ
利
用
で
き
な
い
状
態
に
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
そ
の
情

報
を
利
用
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
…
…

取
締
役
や
役
員
の
よ
う
な
内
部
者
が
そ
の
よ
う
な
取
引
を
す
る
こ
と
は
当
然
と
の
規
則
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、

こ
の
規
則
は
ま
た
、
証
券
取
引
所
法
一
六
条
ｂ
項
の
意
味
す
る
内
部
者
と
は
厳
密
に
は
い
え
な
い
者
で
右
の
よ
う
な
情
報
を
も
っ
て

い
る
者
に
も
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
…
…

従
っ
て
、
重
要
な
内
部
情
報
を
持
っ
て
い
る
す
べ
て
の
者
（
四
目
己
の
円
の
自
己
ロ
。
⑭
の
の
⑪
⑪
〕
。
ｐ
・
命
日
質
の
：
］
旨
【
。
§
員
】
Ｃ
ロ
）

は
、
そ
れ
を
一
般
投
資
者
に
開
示
（
＆
：
一
・
②
の
）
す
る
か
、
も
し
彼
が
会
社
の
機
密
を
守
る
た
め
に
そ
れ
を
開
示
で
き
な
い
か
、
あ

る
い
は
開
示
し
な
い
こ
と
に
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
情
報
が
開
示
さ
れ
な
い
状
態
で
あ
る
間
は
、
彼
は
関
係
す
る
証
券
の
取
引
や
取

す
べ
て
の
投
資
者
は
、

の
〆
○
ず
四
口
、
①
の
ず
四
『
の

も
の
で
あ
る
。
…
…

←
画
す
｝
①
配

た
…
…
…

伝
統
的
な
受
任
者
の
概
念
（
開
一
目
。
－
ｍ
『
『
８
コ
。
①
□
←
）
に
基
づ
く
に
せ
よ
…
…
あ
る
い
は
特
別
事
情
原
則
（
《
㎡
己
の
ｓ
四
一
［
：
←
》
・

ｇ
ｏ
（
『
ヨ
の
）
に
基
づ
く
に
せ
よ
…
…
こ
の
規
則
（
訶
昌
の
Ｓ
ｓ
ｌ
ｍ
）
は
、
政
策
的
に
は
、
非
個
性
的
取
引
所
に
お
い
て
取
引
を
す
る

す
べ
て
の
投
資
者
は
、
重
要
な
情
報
に
お
互
に
等
し
く
接
し
て
い
る
と
い
う
（
四
一
］
ご
弓
の
⑩
｛
・
日
耳
目
旨
、
。
ｐ
】
曰
己
の
『
⑩
ｏ
ｇ
－

ｍ
ｘ
・
宮
口
、
①
の
ｇ
『
の
円
の
一
ｍ
ご
く
の
｝
］
①
Ｐ
５
｝
：
８
ｍ
の
庁
○
ョ
四
｛
の
亘
巴
】
日
日
目
鼻
〕
・
ロ
）
証
券
市
場
の
正
当
な
期
待
に
基
礎
を
お
く

「
そ
の
法
律
（
証
券
取
引
所
法
）
に
よ
っ
て
議
会
は
、
相
対
取
引
、
店
頭
取
引
お
よ
び
取
引
所
取
引
を
通
じ
、
不
公
正
（
冒
日
己
－

９
－
①
蝉
且
自
国
『
）
な
慣
行
を
防
止
し
、
｜
般
的
に
証
券
取
引
に
お
け
る
公
正
（
［
日
日
の
⑪
の
）
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
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引
を
推
奨
す
る
こ
と
を
思
い
止
ま
る
（
ｍ
す
の
国
富
）
べ
き
で
あ
る
。
」

③
キ
ャ
デ
ィ
ー
・
ロ
バ
ー
ツ
、
テ
キ
サ
ス
ガ
ル
フ
・
サ
ル
フ
ァ
以
後
の
発
展
と
問
題
点

キ
ャ
デ
ィ
ー
・
ロ
バ
ー
ツ
審
決
お
よ
び
テ
キ
サ
ス
・
ガ
ル
フ
・
サ
ル
フ
ァ
判
決
で
示
さ
れ
た
右
の
法
理
は
コ
モ
ン
・
ロ
１
に
よ
っ

て
制
約
さ
れ
て
い
た
そ
れ
ま
で
の
法
理
を
発
展
さ
せ
、
非
個
性
的
取
引
市
場
に
お
け
る
内
部
者
取
引
の
違
法
性
を
「
情
報
に
直
接
、

間
接
に
接
す
る
こ
と
と
な
る
特
別
な
関
係
（
⑰
Ｃ
の
、
旦
局
①
一
旦
一
目
⑫
亘
己
）
の
存
在
」
、
「
情
報
の
一
方
的
な
利
用
に
伴
う
生
来
的
不

公
正
（
ヨ
ゴ
の
『
の
日
目
甘
一
目
の
⑪
⑫
）
」
、
「
証
券
取
引
に
お
け
る
公
正
（
民
日
日
の
の
⑪
）
の
確
保
」
、
「
重
要
な
情
報
へ
の
平
等
な
接
近

（
の
Ｃ
ｇ
－
：
●
の
印
の
芹
。
日
日
の
１
画
一
目
｛
・
『
日
日
］
。
ｐ
）
」
と
い
っ
た
一
般
的
な
目
的
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ

れ
だ
け
に
、
開
示
義
務
あ
り
と
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
内
部
者
に
つ
い
て
も
会
社
の
役
員
や
取
締
役
あ
る
い
は
支
配
株
主
と
い
っ
た
伝
統

的
に
会
社
内
部
者
（
８
「
ロ
・
『
囚
→
の
ご
印
己
の
『
）
と
さ
れ
た
者
の
範
囲
を
こ
え
て
、
い
わ
ゆ
る
内
報
受
領
者
（
面
目
の
⑩
）
や
現
代
の

証
券
取
引
機
構
の
中
で
そ
の
職
種
上
未
公
開
情
報
を
知
り
う
る
地
位
に
あ
る
者
す
べ
て
を
規
制
の
対
象
に
と
り
込
む
可
能
性
を
内
包

し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
キ
ャ
デ
ィ
ー
・
ロ
バ
ー
ッ
ヶ
ー
ス
自
体
、
情
報
の
内
報
を
受
け
た
証
券
業
者
の
パ
ー
ト
ナ
ー
の
内
部
者
取
引

を
問
題
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
し
、
テ
キ
サ
ス
・
ガ
ル
フ
・
サ
ル
フ
ァ
ヶ
ー
ス
は
会
社
の
鉱
床
の
発
見
と
い
う
未
公
開
情
報
に
基
づ

い
て
当
該
会
社
の
株
式
の
買
付
け
を
し
た
会
社
の
取
締
役
の
行
為
と
同
時
に
取
締
役
が
そ
の
情
報
を
近
親
者
に
内
報
（
ご
弓
｝
温
）
す

る
こ
と
自
体
を
も
問
題
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
の
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
審
決
や
裁
判
所
の
判
決
は
、
一
○
条
ｂ
項
お
よ
び
召
］
の

（皿）
］
弓
－
ｍ
の
下
で
内
部
者
取
引
規
制
の
対
象
と
さ
れ
る
者
の
範
囲
を
内
報
受
領
者
は
勿
論
、
証
券
業
者
（
耳
・
穴
の
『
１
・
の
巴
の
『
）
お
よ
び

（
翌

（
翌

証
券
引
受
業
者
（
目
・
の
『
三
コ
｛
の
『
）
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
メ
イ
カ
ー
（
已
胃
六
①
｛
ョ
凹
丙
の
『
）
、
あ
る
会
社
と
の
交
渉
の
過
程
で
重
要
な

（
翌

未
公
開
情
報
を
得
蘂
、
証
券
関
係
の
印
刷
業
者
の
従
業
鼈
経
済
新
聞
の
コ
ラ
ム
ニ
ス
ト
等
に
ま
で
拡
大
し
て
い
・
た
．

内
部
者
の
範
囲
を
会
社
の
情
報
に
接
し
う
る
地
位
に
あ
る
会
社
内
部
者
に
限
定
し
、
開
示
義
務
の
根
拠
を
受
任
者
の
義
務
に
求
め



８１ アメリカにおける内部者取引規制の法理再論（上）
る
場
合
で
も
、
そ
の
規
制
を
こ
れ
ら
の
者
が
そ
の
情
報
を
近
親
者
に
内
報
す
る
こ
と
お
よ
び
内
報
受
領
者
が
そ
の
情
報
に
基
づ
い
て

（郡）
取
引
を
す
る
こ
と
に
ま
で
及
ぼ
す
こ
と
は
必
然
且
つ
必
要
な
こ
と
で
、
法
理
上
も
可
能
な
こ
と
で
あ
る
と
い
い
う
る
。
何
故
な
ら
、

そ
う
で
な
け
れ
ば
、
会
社
内
部
者
は
そ
の
情
報
を
内
報
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
質
上
容
易
に
規
制
を
回
避
し
う
る
こ
と
に
な
る
か
ら

で
吐
砲
。
但
し
、
そ
の
場
合
に
内
報
受
領
者
の
取
引
が
違
法
と
さ
れ
る
の
は
、
会
社
内
部
者
か
ら
内
報
を
受
け
た
と
い
う
点
で
会
社

内
部
者
と
特
別
の
関
係
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
重
視
さ
れ
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
は
会
社
内
部
者
と
同
視
し
う
る
場
合
で

あ
り
、
会
社
内
部
者
の
概
念
の
範
璃
に
属
す
る
者
と
み
る
か
、
あ
る
い
は
内
部
者
の
忠
実
義
務
違
反
に
関
与
し
た
者
（
已
貰
ご
Ｃ
ご
回
員
）

と
い
う
理
論
構
成
が
可
能
で
壷
．
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
会
社
内
部
者
と
の
特
別
の
関
係
に
違
法
性
の
根
拠
を
求
め
る
と

い
う
方
法
は
、
内
報
受
領
者
か
ら
さ
ら
に
内
報
を
受
け
た
者
（
丘
目
の
①
⑪
。
【
ご
ロ
ロ
ー
の
①
印
）
と
い
う
よ
う
に
内
報
受
領
者
が
拡
が
っ

て
い
く
場
合
に
は
特
別
の
関
係
が
そ
れ
だ
け
薄
れ
て
い
き
、
受
任
者
の
義
務
に
根
拠
を
求
め
る
こ
と
に
疑
問
が
生
じ
て
鯰
誤
。
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
、
こ
れ
ら
の
者
の
取
引
を
違
法
行
為
と
し
て
規
制
の
対
象
と
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
違
法
性

の
根
拠
を
会
社
内
部
者
と
の
特
別
の
関
係
を
こ
え
た
よ
り
一
般
的
な
原
理
に
求
め
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
り
、
取
引
所
取
引
の
場
合
に

そ
の
必
要
性
は
と
く
に
痛
感
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

会
社
内
部
者
が
そ
の
地
位
に
あ
る
が
故
に
内
部
情
報
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
情
報
に
基
づ
い
て
当
該
会
社
の
株
式
取
引
を
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
利
益
を
得
た
り
損
失
を
免
れ
た
り
す
る
こ
と
は
会
社
お
よ
び
株
主
に
対
す
る
忠
実
義
務
違
反
で
あ
る
こ
と
は
勿
論

で
あ
る
が
、
そ
の
取
引
が
証
券
市
場
を
通
し
て
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
む
し
ろ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
一
般
投
資
者
が
蒙
る
損
害
あ

る
い
は
証
券
市
場
に
対
す
る
一
般
投
資
者
の
信
頼
が
損
わ
れ
る
と
い
う
点
に
そ
の
行
為
を
一
○
条
ｂ
項
お
よ
び
冒
一
の
］
ｓ
－
ｍ
の

下
で
違
法
と
す
る
本
来
の
理
由
が
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
場
合
の
違
法
性
の
本
質
は
、
重
要
な
未
公
開
情
報
の
一
方
的
な
利
用
と
い

（
塾

う
、
情
報
に
お
け
る
不
均
衡
に
あ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
内
報
受
領
者
を
も
、
会
社
内
部
者
と
特
別
な
関
係
に
あ
る
と
い
う
地
位
を
雛
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れ
て
独
自
の
違
反
者
と
し
て
規
制
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
キ
ャ
デ
ィ
ー
・
ロ
バ
ー
ツ
審
決
お
よ
び
テ
キ
サ
ス
・
ガ
ル

フ
・
サ
ル
フ
ァ
判
決
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
可
能
性
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
一
旦
そ
の
よ
う
な
考
え
方
が
明
示
さ

れ
る
と
、
現
在
の
証
券
取
引
市
場
に
お
い
て
重
要
な
未
公
開
情
報
に
接
し
う
る
地
位
に
あ
る
者
は
会
社
内
部
者
や
こ
れ
ら
か
ら
の
内

報
受
領
者
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
内
部
者
の
範
囲
が
、
前
述
の
審
決
や
判
決
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
証
券
取
引
機
構
の

中
で
右
の
よ
う
な
地
位
に
あ
る
者
に
ま
で
拡
大
し
、
そ
の
結
果
、
会
社
内
部
者
と
は
い
え
な
い
外
部
者
（
Ｃ
員
、
己
の
厨
）
に
ま
で
規

制
が
及
ん
で
い
く
こ
と
に
な
る
の
は
必
然
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
藷
・

内
部
者
の
範
囲
の
拡
大
に
よ
っ
て
一
○
条
ｂ
項
お
よ
び
宛
巳
の
Ｓ
す
－
ｍ
の
下
で
の
内
部
者
取
引
規
制
が
強
化
さ
れ
る
な
か
で
、

内
部
者
の
概
念
と
並
ん
で
そ
の
適
用
拡
大
の
要
因
と
な
っ
た
の
に
情
報
そ
の
も
の
の
内
容
の
面
に
お
け
る
拡
大
が
あ
っ
た
。
す
な
わ

ち
、
従
来
、
会
社
内
部
者
が
知
り
得
た
未
公
開
情
報
と
さ
れ
た
の
は
、
会
社
の
減
配
の
決
定
に
関
す
る
も
の
や
会
社
の
鉱
床
の
発
見

と
い
っ
た
当
該
会
社
の
財
産
状
態
や
収
益
力
に
関
す
る
会
社
情
報
（
ご
【
・
圓
圓
・
ロ
号
・
日
ロ
８
冒
日
員
）
で
あ
っ
た
。
一
般
投

資
者
の
投
資
決
定
に
影
響
を
及
ぼ
す
情
報
と
し
て
こ
れ
ら
の
会
社
情
報
が
重
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
現
在
の
取

引
市
場
に
お
い
て
投
資
者
の
投
資
決
定
に
重
要
な
関
係
を
有
す
る
情
報
は
必
ず
し
も
会
社
情
報
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
例
え

ば
、
あ
る
者
が
あ
る
会
社
の
株
式
に
つ
い
て
近
々
公
開
買
付
を
開
始
す
る
と
い
う
情
報
は
公
開
買
付
の
対
象
と
さ
れ
る
会
社
（
対
象

会
社
）
の
財
産
状
態
や
収
益
力
と
直
接
、
関
係
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
の
こ
と
を
公
開
買
付
者
か
ら
内
密
に
知
ら
さ
れ
た

者
は
公
開
買
付
前
に
対
象
会
社
の
株
式
を
買
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
利
益
を
得
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
情
報
は
い
わ

ば
取
引
市
場
に
関
す
る
市
場
情
報
（
曰
四
『
穴
の
一
一
日
。
『
日
日
一
・
口
）
と
い
っ
て
よ
く
、
こ
の
情
報
は
会
社
外
で
存
在
し
、
会
社
の
外
部

者
に
よ
っ
て
機
密
情
報
と
し
て
保
持
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
上
、
会
社
情
報
が
投
資
決
定
に
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
す
の
と
同

じ
く
、
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
れ
以
上
に
市
場
情
報
も
重
要
な
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、
会
社
内
部
者
が
会
社
情
報
に
基
づ
い
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て
な
す
内
部
者
取
引
が
不
公
正
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
未
公
開
の
市
場
情
報
に
基
づ
く
取
引
に
よ
っ
て
特
定
の
者
だ
け
が
利
益
を

得
た
り
損
失
を
免
れ
た
り
す
る
こ
と
も
証
券
取
引
一
般
の
公
正
確
保
と
い
う
点
か
ら
は
同
じ
く
不
公
正
と
さ
れ
て
よ
い
性
質
の
も
の

で
恥
塞
・
市
場
情
報
は
し
ば
し
ば
会
社
外
の
情
報
源
か
ら
生
ず
る
い
わ
ゆ
る
外
部
情
報
（
・
日
巴
ｑ
の
冒
烏
Ｃ
Ｈ
Ｂ
囚
芭
・
口
）
で
あ
り
、
会

、

社
外
部
者
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
一
方
で
内
部
者
の
範
囲
が
会
社
外
部
者
に
ま
で
拡
大
さ
れ
て
く
る
と
、
こ
れ
ら

の
者
が
市
場
情
報
に
基
づ
い
て
行
う
取
引
に
ま
で
規
制
の
対
象
を
拡
げ
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
キ
ャ
デ
ィ
ー
・
ロ
バ
ー
ツ
審
決
や

テ
キ
サ
ス
・
ガ
ル
フ
・
サ
ル
フ
ァ
判
決
の
原
則
は
そ
の
よ
う
な
適
用
拡
大
を
も
基
礎
づ
け
う
る
だ
け
の
柔
軟
性
を
も
つ
も
の
で
あ
っ

と
に
な
る
。

一
○
条
ｂ
項
お
よ
び
召
］
の
Ｓ
す
－
ｍ
の
下
に
お
け
る
内
部
者
取
引
規
制
の
拡
大
は
、
規
制
の
理
念
の
面
か
ら
根
拠
づ
け
ら
れ
る

だ
け
で
な
く
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
文
言
に
も
そ
の
根
拠
と
な
り
う
る
要
素
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
規
定
が
す
べ
て
の
人

（
四
日
己
の
目
・
ロ
）
の
詐
欺
的
行
為
を
禁
止
し
て
い
る
点
は
、
む
し
ろ
、
会
社
内
部
者
に
限
ら
ず
外
部
者
を
も
規
制
の
対
象
に
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
解
さ
れ
る
こ
と
、
お
よ
び
、
積
極
的
な
不
実
表
示
の
場
合
に
は
、
内
部
者
、
外
部
者
を
問
わ
ず
、
さ

ら
に
は
、
会
社
情
報
、
市
場
情
報
を
問
わ
ず
当
然
に
こ
れ
ら
の
規
定
で
い
う
詐
欺
的
行
為
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

（
遡
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
規
定
の
上
か
ら
は
内
部
者
の
範
囲
を
拡
大
す
る
こ
と
が
証
券
取
引
法
の
目
的
に
合
致
す
る
と
さ
え
云

い
う
る
の
で
あ
る
。
問
題
は
、
会
社
内
部
者
の
み
な
ら
ず
会
社
外
部
者
の
未
公
開
情
報
に
基
づ
く
取
引
ま
で
が
詐
欺
的
行
為
に
当
る

と
い
え
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
理
論
構
成
、
す
な
わ
ち
開
示
義
務
の
根
拠
づ
け
が
根
本
的
な
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ

た
。内
部
者
取
引
に
対
す
る
規
制
が
内
部
者
の
範
囲
お
よ
び
情
報
の
内
容
の
両
面
で
拡
大
さ
れ
る
こ
と
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
－
の
受
任
者

の
概
念
に
依
拠
す
る
場
合
に
生
ず
る
不
合
理
な
区
別
を
な
く
し
、
会
社
内
部
者
に
限
定
さ
れ
ず
に
、
重
要
な
未
公
関
情
報
の
一
方
的
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利
用
か
ら
生
ず
る
不
公
正
な
結
果
を
取
引
市
場
全
体
か
ら
排
除
す
る
と
い
う
効
果
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の

よ
う
に
規
制
の
範
囲
が
拡
大
し
え
た
の
は
、
規
制
の
法
理
の
面
で
み
れ
ば
、
規
制
の
範
囲
を
画
す
る
基
準
が
よ
り
一
般
的
、
抽
象
的

な
準
則
に
求
め
ら
れ
た
た
め
で
も
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
場
合
に
キ
ャ
デ
ィ
ー
・
ロ
バ
ー
ツ
審
決
や
テ
キ
サ
ス
・
ガ
ル
フ
・
サ

ル
フ
ァ
判
決
が
基
本
的
な
法
理
を
述
べ
た
も
の
と
し
て
常
に
根
拠
と
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
法
理
が
そ
の
こ
と
を
可
能
に
す

る
無
限
性
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
も
い
い
う
る
。
例
え
ば
、
テ
キ
サ
ス
・
ガ
ル
フ
・
サ
ル
フ
ァ
判
決
は
、
内
部
者
取
引
の
違
法
性

の
根
拠
と
し
て
、
そ
れ
が
「
非
個
性
的
取
引
所
で
取
引
を
す
る
す
べ
て
の
投
資
者
は
重
要
な
情
報
に
お
互
に
等
し
く
接
し
て
い
る
と

（
翌

い
う
証
券
市
場
の
正
当
な
期
待
」
に
反
す
る
か
ら
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
文
言
は
、
こ
の
部
分
だ
け
を
独
立
に
解
釈
す
れ
ば
、

＠

証
券
取
引
に
お
け
る
情
報
の
完
全
な
平
等
（
四
つ
四
『
一
弓
・
命
曰
哺
・
『
日
日
一
・
コ
）
を
目
的
と
す
る
と
解
さ
れ
な
い
と
と
も
な
い
。
同

様
に
、
キ
ャ
デ
ィ
ー
・
ロ
バ
ー
ツ
審
決
が
掲
げ
る
不
公
正
（
目
｛
日
日
の
閉
）
と
い
う
要
件
も
そ
れ
だ
け
を
重
視
す
れ
ば
そ
の
外
延
は

無
限
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
○
条
ｂ
項
や
幻
巳
の
ぢ
ず
１
ｍ
が
情
報
面
に
お
け
る
す
べ
て
の
不
平
等
を
排
除
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
も
の
と
は
到
底
考
え
ら
怨
粥
、
む
し
ろ
、
当
事
者
の
知
識
や
能
力
や
洞
察
力
の
違
い
に
よ
っ
て
、
情
報
面
で
取
引
当
事
者

間
に
優
劣
が
生
ず
る
の
は
現
在
の
証
券
取
引
社
会
の
大
前
提
で
あ
る
と
い
っ
て
も
鞘
寧
情
報
を
探
り
出
し
そ
れ
を
市
場
に
反
映
せ

（佃）
し
め
る
こ
と
は
市
場
の
効
率
化
と
い
う
点
か
ら
も
奨
励
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
一
○
条
ｂ
項
お
よ
び
宛
口
庁

］
ｓ
Ｉ
ｍ
の
下
で
、
重
要
な
未
公
開
情
報
を
有
す
る
者
の
取
引
に
対
す
る
規
制
は
ど
こ
に
そ
の
限
界
を
求
め
る
べ
き
か
。
キ
ャ
デ
ィ
ー

・
ロ
バ
ー
ツ
お
よ
び
テ
キ
サ
ス
・
ガ
ル
フ
・
サ
ル
フ
ァ
を
基
礎
と
し
た
内
部
者
取
引
規
制
の
法
理
は
、
そ
の
目
覚
し
い
発
展
の
故
に
、

右
の
よ
う
な
問
題
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

テ
キ
サ
ス
・
ガ
ル
フ
・
サ
ル
フ
ァ
判
決
後
間
も
な
く
出
さ
れ
た
判
決
の
中
で
、
同
じ
合
衆
国
第
二
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
は
つ
ぎ
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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「
内
部
者
（
旨
：
日
）
で
も
な
く
、
売
主
に
対
し
て
信
任
関
係
（
陣
目
：
ご
門
の
一
目
・
ロ
）
に
あ
る
わ
け
で
も
な
い
株
式
の
買
主

が
、
売
主
の
要
求
（
②
の
一
一
の
【
β
月
日
凹
且
）
を
高
め
、
そ
の
結
果
売
買
を
途
中
で
止
め
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
事
情

、
）

を
明
ら
か
に
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
と
い
う
法
理
が
、
現
時
点
で
適
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
我
々
は
知
ら
な
い
。
」

「
内
部
者
（
旨
、
丘
の
Ｈ
⑫
）
や
証
券
業
者
（
す
『
。
【
①
Ｈ
ｑ
の
巴
日
⑩
）
と
異
な
り
、
証
券
の
売
主
も
し
く
は
買
主
と
特
別
の
関
係
（
の
ロ
の
－

：
一
息
一
島
・
ロ
⑫
三
つ
）
に
な
か
っ
た
者
に
対
し
て
積
極
的
な
開
示
義
務
（
自
山
爵
『
日
凹
冒
の
目
目
・
烏
ｓ
ｍ
Ｃ
－
ｏ
⑪
貝
の
）
を
課

す
も
の
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
冒
一
の
］
ｓ
－
ｍ
を
解
釈
す
る
こ
と
は
、
新
し
い
領
域
に
ふ
み
こ
む
（
。
。
日
日
肩
口
の
急
、
『
・
自
・
）

（蛇）

と
い
う
こ
と
に
な
り
、
も
っ
と
も
注
意
深
い
考
慮
を
必
要
と
す
る
も
の
に
な
ろ
う
。
」

こ
れ
ら
の
判
決
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
キ
ャ
デ
ィ
ー
・
ロ
バ
ー
ツ
審
決
お
よ
び
テ
キ
サ
ス
・
ガ
ル
フ
。
サ
ル
フ
ァ
判
決
の
法
理

は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ｌ
の
法
理
に
拘
束
さ
れ
ず
に
内
部
者
取
引
規
則
を
拡
大
し
て
い
く
こ
と
を
可
能
に
す
る
、
よ
り
一
般
的
な
原
理
を

内
包
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
実
際
の
判
例
法
理
の
進
展
に
お
い
て
は
飛
躍
が
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
内
部
者
や
信
任
関
係
や
取
引

（
色

相
手
方
と
の
特
別
な
関
係
と
い
う
概
念
の
解
釈
を
通
し
て
適
用
範
囲
を
拡
大
し
て
い
く
と
い
う
方
法
が
と
ら
れ
た
。
も
っ
と
も
、
こ

の
方
法
に
よ
っ
て
も
、
重
要
な
未
公
開
情
報
の
一
方
的
な
利
用
か
ら
生
ず
る
不
公
正
な
結
果
を
排
除
す
る
と
い
う
目
的
は
か
な
り
な

程
度
達
成
で
罫
勢
。
し
か
し
な
が
ら
、
未
公
開
の
市
場
情
報
の
一
方
的
利
用
の
規
制
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
こ
れ
ら
の
概
念
で
は

ど
う
し
て
も
捉
え
ら
れ
な
い
事
例
が
生
じ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
取
引
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
株
式
の
発
行
会
社
と
も
取
引
の
相
手

方
と
も
何
ら
特
別
の
関
係
を
有
し
な
い
外
部
者
に
よ
る
取
引
が
そ
れ
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
、
公
開
買
付
に
関
し
て
、
対
象
会
社
と

も
公
開
買
付
者
と
も
何
ら
特
別
の
関
係
を
有
し
な
い
者
が
、
あ
る
事
情
に
よ
っ
て
、
公
開
買
付
の
情
報
を
得
て
、
そ
の
情
報
が
公
開

さ
れ
る
前
に
対
象
会
社
の
株
式
を
買
付
け
る
場
合
で
あ
る
。
’
○
条
ｂ
項
お
よ
び
勾
巳
⑩
］
ｇ
ｌ
ｍ
に
基
づ
い
た
規
制
が
こ
の
場
合

（
色

に
ま
で
及
ぶ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
も
は
や
内
部
者
や
信
任
関
係
や
相
手
方
と
の
特
別
の
関
係
と
い
う
概
念
を
こ
え
た
基
礎
を
も
つ
も
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の
と
い
わ
な
け
れ
ば
？
蕊
、
そ
の
た
め
の
新
し
い
法
理
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
．
更
に
、
市
場
情
報
の
規
制
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
が
市
場
機
能
の
効
率
化
に
及
ぼ
す
影
響
と
の
関
係
で
特
別
の
考
慮
を
払
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
要
素
が
加
わ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
規
制
の
基
準
設
定
を
ま
す
ま
す
難
し
い
も
の
に
拳
・

例
規
制
の
範
囲
を
め
ぐ
る
提
一
一
一
口

値
シ
国
シ
》
○
．
日
日
の
貝
Ｆ
の
鳶
臼

（
色

Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
一
九
七
三
年
八
月
一
日
付
の
通
牒
（
局
］
の
四
⑫
の
）
に
お
い
て
、
内
部
情
報
の
利
用
に
つ
い
て
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
示
す
べ

き
か
と
い
う
問
題
に
関
連
し
て
、
内
部
情
報
の
利
用
に
関
す
る
基
本
的
な
問
題
点
に
つ
い
て
広
く
意
見
を
徴
す
る
旨
を
明
ら
か
に
し
、

そ
の
中
で
、
他
の
事
項
と
並
ん
で
、
重
要
な
未
公
開
情
報
の
利
用
を
禁
止
さ
れ
る
者
の
範
囲
を
明
示
す
る
こ
と
に
つ
い
て
ガ
イ
ド
ラ

（
辿

イ
ン
を
設
定
し
う
る
か
と
い
う
こ
と
と
、
未
公
開
の
い
わ
ゆ
る
市
場
情
報
を
利
用
す
る
こ
と
の
妥
当
性
に
つ
い
て
意
見
を
求
め
た
。

ア
メ
リ
カ
法
曹
協
会
（
シ
Ｂ
の
１
８
口
、
閂
鈩
⑪
の
○
・
国
茸
。
。
）
は
こ
れ
に
答
え
て
、
同
協
会
の
連
邦
証
券
規
制
委
員
会
の
小
委
員
会

（
山
切
巨
ワ
８
日
目
鳶
の
①
。
【
夢
の
シ
ヨ
の
１
８
邑
国
四
『
し
め
印
。
ａ
日
一
。
ｐ
、
の
○
○
日
目
耳
の
①
。
□
句
の
月
日
一
両
の
喧
］
一
口
陣
Ｃ
ｐ
ｏ
ｍ

ｍ
の
。
冒
昌
の
⑩
）
が
ま
と
め
た
意
見
を
非
公
式
な
が
ら
公
表
し
た
。
こ
れ
が
こ
こ
で
紹
介
す
る
シ
屡
・
○
・
日
目
の
貝
旧
の
鳶
聰
で
あ
り
、

未
公
開
情
報
の
利
用
を
禁
止
さ
れ
る
者
の
範
囲
を
定
め
る
基
準
に
つ
い
て
ま
と
ま
っ
た
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
、
具
体
的
提
言
の
前
提
問
題
と
し
て
、
重
要
な
未
公
開
情
報
の
利
用
に
関
す
る
法
の
発
展
段
階
と
基
本
原
理
お
よ
び
政
策
に

対
す
る
委
員
会
の
見
解
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

証
券
の
発
行
会
社
自
体
に
よ
る
重
要
な
未
公
開
情
報
の
利
用
に
関
し
て
始
ま
っ
た
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
規
制
は
、
キ
ャ
デ
ィ
ー
・
ロ
バ
ー
ツ
に

よ
っ
て
、
会
社
関
係
者
（
。
。
『
口
・
『
鼻
の
ロ
の
［
⑩
○
目
の
］
）
が
そ
の
地
位
に
あ
る
が
た
め
に
得
た
情
報
を
そ
の
情
報
が
未
公
開
の
間
に

個
人
的
な
取
引
に
お
い
て
利
用
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
段
階
に
ま
で
進
展
し
た
が
、
そ
の
原
則
は
、
会
社
お
よ
び
会
社
役
員
に
よ
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る
開
示
の
促
進
と
一
般
投
資
者
の
証
券
市
場
の
公
正
さ
に
対
す
る
信
頼
に
貢
献
す
る
と
い
う
相
互
に
関
連
し
た
社
会
に
と
っ
て
望
ま

し
い
結
果
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
。

会
社
お
よ
び
会
社
関
係
者
に
よ
る
重
要
な
未
公
開
情
報
の
利
用
を
禁
ず
る
法
原
則
は
、
論
理
必
然
的
に
、
情
報
の
内
報
者
お
よ
び

内
報
受
領
者
と
そ
の
情
報
を
合
法
的
目
的
の
た
め
に
会
社
か
ら
機
密
情
報
と
し
て
知
ら
さ
れ
た
会
社
関
係
者
以
外
の
者
を
内
部
者

（
口
８
１
ヨ
印
邑
の
（
《
旨
い
］
：
Ｈ
・
）
と
み
な
す
方
向
へ
と
拡
大
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
こ
の
拡
大
を
正
当
化
す
る
理
由
は
、

こ
の
こ
と
が
開
示
の
促
進
お
よ
び
投
資
者
の
証
券
市
場
に
対
す
る
信
頼
を
高
め
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
も
っ
と

伝
統
的
な
義
務
と
期
待
を
強
化
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
証
券
発
行
会
社
と
の
業
務
上
あ
る
い
は
専
門
家
と
し
て
の
関
係
か
ら
生
ず

る
機
密
保
持
義
務
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
対
す
る
正
当
な
期
待
に
反
す
る
こ
と
を
、
そ
の
よ
う
な
地
位
に
あ
る
者
の
取
引
を
禁
止
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
市
場
一
般
に
つ
い
て
と
く
に
悪
い
結
果
を
も
た
ら
す
こ
と
な
く
、
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
に
あ
る
。

いる行為を禁止することの三つで窪．、
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
目
的
の
た
め
に
詐
欺
禁
止
規
則
の
適
用
を
拡
大
す
る
こ
と
は
妥
当
な
こ
と
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
法
原
理
の
基
本
に
あ
る
政
策
と
し
て
委
員
会
が
考
え
て
い
る
の
は
、
会
社
開
示
を
最
大
限
に
拡
大
強
化

す
る
こ
と
、
投
資
者
の
期
待
を
実
現
す
る
こ
と
、
機
密
情
報
の
処
理
に
関
す
る
義
務
あ
る
い
は
期
待
に
す
で
に
違
反
す
る
と
さ
れ
て

判
決
の
中
に
は
、
こ
の
分
野
に
お
け
る
法
が
、
投
資
者
の
た
め
に
究
極
的
な
情
報
の
平
等
（
ロ
ー
ど
日
日
の
日
冨
一
一
ご
ａ
曰
哺
日
‐

：
茸
・
口
）
（
情
報
へ
の
接
近
に
お
け
る
平
等
Ｉ
の
目
巴
ｇ
ｏ
の
の
②
芹
・
貝
・
【
目
目
・
ロ
Ｉ
と
区
別
さ
れ
た
）
を
達
成
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
暗
示
す
る
も
の
が
あ
る
が
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
そ
の
よ
う
な
考
え
方
を
支
持
し
て
き
た
と
は
思

わ
な
い
し
、
ま
た
、
支
持
す
べ
き
だ
と
も
思
わ
な
い
。
反
対
に
、
す
べ
て
の
利
害
関
係
者
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
重
要
な
情
報
が
同
時

に
受
け
取
ら
れ
る
こ
と
を
保
証
す
る
有
効
な
手
段
が
考
案
さ
れ
る
ま
で
は
、
強
力
で
健
全
な
資
本
市
場
は
、
専
門
的
投
資
家
や
証
券
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（
Ａ
）
す
べ
て
の
会
社
関
係
者
（
８
『
己
。
『
囚
《
の
ロ
①
『
②
。
自
巴
）
お
よ
び
会
社
情
報
の
特
定
の
事
項
の
準
備
（
Ｒ
の
日
日
ご
・
ロ
軍

評
価
（
の
こ
■
一
口
ｇ
－
ｏ
ｐ
）
お
よ
び
流
布
（
曰
印
の
①
目
目
ご
目
）
に
つ
い
て
補
佐
す
る
会
社
外
の
助
言
者
（
の
課
一
日
３
．
５
・
『
ｇ
の
：
『
】
ぬ
の
『
ぬ
）

（
弁
護
士
、
会
計
士
、
自
言
・
円
の
一
：
目
の
８
自
切
の
一
］
・
『
の
等
）

（
Ｂ
）
発
行
会
社
と
業
務
上
ま
た
は
専
門
家
と
し
て
の
関
係
を
有
す
る
が
た
め
に
、
重
要
で
未
公
開
の
会
社
情
報
を
得
る
こ
と

に
な
る
者
。
た
だ
し
、
こ
の
者
が
情
報
は
未
だ
公
開
さ
れ
て
い
な
い
と
思
う
理
由
を
有
し
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
、
こ
の
者
と
発
行

会
社
と
の
関
係
が
信
任
的
性
質
を
有
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
機
密
保
持
に
つ
い
て
の
正
当
な
期
待
が
、
発
行
会
社
に
対
し
て
、
彼
は

会
社
の
機
密
情
報
を
開
示
し
た
り
は
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
期
待
す
る
理
由
を
与
え
る
よ
う
な
特
別
種
関
係
で
あ
る
童
・

最
後
に
、
市
場
情
報
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
詐
欺
禁
止
規
則
の
適
用
外
に
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
く
、
投
資
決
定
に
つ
い
て

重
要
な
情
報
で
あ
る
こ
と
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
そ
の
公
開
前
に
お
け
る
利
用
を
制
限
し
た
り
、
認
可
し
た

ア
ナ
リ
ス
ト
や
投
資
顧
問
達
が
証
券
の
発
行
会
社
お
よ
び
そ
の
証
券
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
情
報
を
探
り
出
し
、
分
析
し
、
そ
の
意
味

を
読
み
取
る
努
力
を
続
け
、
こ
の
面
で
の
彼
等
の
活
力
と
資
力
と
能
力
か
ら
正
当
な
利
潤
を
得
る
こ
と
に
依
存
し
続
け
る
こ
と
に
な

る
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
そ
の
よ
う
な
情
報
を
探
索
す
る
こ
と
を
奨
励
す
る
の
が
公
の
政
策
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

先
に
述
べ
た
三
つ
の
政
策
と
調
和
し
う
る
限
り
、
詐
欺
禁
示
規
則
の
法
的
強
制
は
、
誠
実
且
つ
精
力
的
な
探
索
に
対
す
る
経
済
的
な

（
翌

誘
因
を
排
除
す
る
こ
と
に
用
い
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

右
の
よ
う
な
基
本
的
立
場
か
ら
、
重
要
な
未
公
開
情
報
の
利
用
を
禁
止
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
内
部
者
に
含
ま
れ
る
の
は
、
つ
ぎ
の
範

鴫
に
属
す
る
者
で
あ
る
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
、
特
定
の
組
織
機
構
図
や
特
定
の
職
務
上
の
地
位
あ
る
い
は
関
係
に
基
づ
く
区

分
で
は
な
く
、
そ
の
機
能
に
基
づ
く
区
分
（
帛
目
・
丘
・
目
一
ｓ
の
盲
目
・
ロ
）
で
姪
蝿
、
ま
た
、
内
報
受
領
者
に
つ
い
て
は
考
慮
し
て

い

ﾎﾞｓ
ｏ
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り
す
る
こ
と
の
妥
当
性
に
つ
い
て
最
終
的
決
定
を
下
す
際
に
な
お
、
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
柄
が
あ
る
と
し
て
、
つ
ぎ
の

（
ａ
）
市
場
情
報
は
会
社
を
情
報
源
と
し
て
生
じ
る
も
の
で
は
な
く
、
責
任
あ
る
会
社
関
係
者
に
よ
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
う

る
も
の
で
も
な
い
。
詐
欺
禁
止
規
則
の
基
本
的
な
目
的
が
、
信
頼
し
う
る
情
報
が
タ
イ
ム
リ
ー
に
市
場
に
流
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て

発
行
会
社
の
管
理
者
が
責
任
を
負
う
こ
と
を
奨
励
す
る
こ
と
に
あ
る
と
い
う
点
に
関
す
る
限
り
、
市
場
情
報
の
利
用
を
規
制
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
こ
の
目
的
が
促
進
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

（
ｂ
）
重
要
な
情
報
の
開
示
を
怠
る
こ
と
す
べ
て
が
詐
欺
禁
止
規
則
違
反
を
構
成
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
た
め
に
は
詐
欺

的
要
素
が
伴
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
詐
欺
的
要
素
は
、
し
ば
し
ば
、
詐
欺
禁
止
規
則
以
外
の
と
こ
ろ
で
生
じ
た
開
示
義
務
を

遂
行
す
る
点
に
お
け
る
怠
慢
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
ｃ
）
市
場
情
報
は
市
場
そ
れ
自
体
の
機
能
に
関
わ
る
も
の
が
多
い
の
で
、
通
常
の
開
示
機
構
（
＆
ｇ
－
Ｃ
ｍ
ｐ
『
の
日
⑩
。
冨
已
、
白
の
）

を
ど
の
よ
う
な
方
法
で
ど
の
範
囲
ま
で
こ
の
分
野
に
お
い
て
利
用
し
う
る
か
に
開
し
て
は
特
異
な
問
題
が
生
じ
て
く
る
。
例
え
ば
、

あ
る
種
の
市
場
専
門
家
達
は
一
般
投
資
者
よ
り
も
多
く
の
市
場
情
報
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
分
野
に
お
け
る
政
策
は
、
彼

等
の
情
報
面
に
お
け
る
優
位
性
（
そ
れ
は
彼
等
の
市
場
に
お
け
る
機
能
そ
の
も
の
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
）
を
排
除
す
る
こ
と
に

あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
彼
等
の
機
能
の
遂
行
を
規
制
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
等
の
情
報
面
に
お
け
る
優
位
性

を
排
除
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
市
場
機
構
の
機
能
に
対
し
て
彼
等
が
貢
献
す
る
こ
と
を
、
｜
般
大
衆
に
対
し
て
拒
む
結
果

こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。

を
排
除
｛

（
巴

に
な
る
。

（
翌

の
キ
ャ
レ
ラ
（
９
）
］
貝
の
」
｝
四
）
控
訴
審
判
決
１
日
固
『
丙
の
芹
冒
⑫
昼
の
【
Ｉ

会
社
外
部
者
に
よ
る
未
公
開
の
市
場
情
報
の
利
用
が
問
題
と
さ
れ
る
な
か
で
注
目
さ
れ
た
事
例
に
、
財
務
関
係
の
印
刷
業
者
お
ょ
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び
そ
の
従
業
員
が
重
要
な
情
報
を
含
ん
だ
証
券
関
係
の
書
類
を
印
刷
す
る
過
程
で
得
た
情
報
を
も
と
に
証
券
取
引
を
す
る
場
合
が
あ

っ
た
。
な
か
で
も
、
株
式
公
開
買
付
に
関
し
て
、
公
開
買
付
者
の
た
め
に
必
要
書
類
の
印
刷
を
引
受
け
た
業
者
の
従
業
員
が
印
刷
中

に
得
た
情
報
に
基
づ
き
、
公
開
買
付
の
公
表
前
に
対
象
会
社
の
株
式
を
買
付
け
る
場
合
は
、
ま
さ
に
、
外
部
者
に
よ
る
未
公
開
の
市

場
情
報
の
利
用
の
是
非
が
問
わ
れ
る
事
例
で
あ
っ
た
。
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、
こ
れ
ら
業
者
お
よ
び
従
業
員
の
職
務
上
得
た
機
密
情
報
に
基
づ

（
巴

く
証
券
取
引
を
防
止
す
る
た
め
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
始
め
た
が
、
そ
の
結
果
、
最
も
注
目
を
集
め
、
後
に
最
高
裁
判
所
に
お
い
て
争

わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
が
キ
ア
レ
ラ
事
件
で
あ
る
。

キ
ァ
レ
ラ
は
財
務
関
係
の
印
刷
会
社
の
植
字
室
で
働
く
従
業
員
で
あ
っ
た
が
、
株
式
公
開
買
付
に
関
す
る
書
類
を
印
刷
す
る
過
程

で
特
定
の
会
社
の
株
式
に
対
し
て
公
開
買
付
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
知
り
、
そ
れ
が
公
表
さ
れ
る
前
に
当
該
株
式
を
買
付
け
、
公
表
後

に
売
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
利
益
を
得
た
。
こ
の
こ
と
が
一
○
条
ｂ
項
お
よ
び
召
］
の
Ｓ
ワ
ー
、
に
違
反
す
る
と
し
て
起
訴
さ
れ
、

第
一
審
で
有
罪
と
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
て
キ
ャ
レ
ラ
が
控
訴
し
、
事
実
と
テ
キ
サ
ス
・
ガ
ル
フ
・
サ
ル
フ
ァ
判
決
の
（
畠
：
一
・
の
①

日
：
的
国
ヨ
》
》
『
皀
一
の
の
存
在
を
認
め
た
う
え
で
、
キ
ャ
レ
ラ
は
公
開
買
付
対
象
会
社
の
内
部
者
（
ど
の
区
の
門
）
で
は
な
く
、
従
っ
て
、

公
開
買
付
の
公
開
前
に
株
式
を
売
っ
た
対
象
会
社
の
株
主
に
対
し
て
忠
実
義
務
を
負
う
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
言
＆
⑫
ｏ
］
・
の
①
。
『
：
⑪
‐

冒
す
．
且
。
に
服
す
る
も
の
で
は
な
い
と
主
張
錘
・

キ
ャ
レ
ラ
の
右
の
主
張
に
対
し
て
、
合
衆
国
第
二
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
は
、
「
申
立
人
は
、
彼
が
取
引
し
た
証
券
の
発
行
会
社
の

（碗）

内
誓
で
は
な
い
と
い
う
の
は
鬘
で
あ
る
．
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
こ
と
は
関
係
の
な
い
（
】
…
目
貫
）
こ
と
で
篭
．
」
と

い
う
。
彼
の
よ
う
な
印
刷
工
は
、
ま
さ
に
、
「
市
場
そ
の
も
の
の
内
部
に
あ
る
者
（
ご
巴
已
の
岳
の
日
日
【
巴
寓
⑪
の
］
｛
）
」
で
あ
る

と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
財
務
関
係
の
印
刷
業
者
の
業
務
は
株
式
公
開
買
付
を
成
功
樫
に
行
う
た
め
の
前
提
条
件
で
あ
っ
て
、
証
券
業

の
補
助
者
と
も
い
う
べ
き
こ
れ
ら
印
刷
業
者
は
、
投
資
者
に
対
す
る
情
報
の
重
要
な
伝
達
装
置
の
中
心
部
分
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
。
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そ
の
よ
う
な
印
刷
業
者
の
植
字
室
で
働
く
者
と
し
て
キ
ア
レ
ラ
は
、
証
券
市
場
機
構
の
内
部
に
あ
る
者
と
い
う
べ
く
、
証
券
金
融
界

で
も
っ
と
も
機
密
と
さ
れ
る
情
報
に
定
期
的
に
接
す
る
も
の
で
蕊
・

キ
ア
レ
ラ
を
右
の
よ
う
に
市
場
内
部
者
（
日
胃
丙
の
弁
ご
巴
□
日
）
と
位
置
づ
け
た
う
え
で
、
判
決
は
、
「
証
券
市
場
が
正
常
に
機

能
す
る
た
め
に
は
、
市
場
機
構
の
中
で
そ
の
よ
う
に
重
要
な
地
位
を
占
め
る
者
は
、
そ
の
地
位
に
あ
る
が
た
め
に
得
た
情
報
か
ら
個

（
甦

人
的
な
利
益
を
得
る
こ
と
を
禁
ぜ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
絶
対
に
必
要
な
こ
と
で
あ
る
」
と
す
る
。
幻
已
の
Ｓ
ワ
ー
ｍ
は
会
社
内
部

者
（
８
『
ロ
・
『
日
の
目
の
箆
日
）
が
未
公
開
の
会
社
情
報
（
８
８
Ｃ
３
斤
の
ご
【
日
日
ｇ
一
目
）
に
基
づ
く
取
引
を
す
る
こ
と
を
禁
じ
て

い
る
が
、
そ
れ
は
、
会
社
内
部
者
が
会
社
の
詳
し
い
事
情
を
知
る
機
会
が
多
く
、
そ
の
た
め
に
取
引
の
相
手
方
に
対
し
て
不
当
に
有

利
な
立
場
に
立
つ
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
い
か
な
る
役
員
や
取
締
役
と
い
え
ど
も
、
市
場
内
部
者
た
る
キ
ァ

レ
ラ
が
彼
の
自
由
に
な
る
市
場
情
報
（
目
印
烏
の
（
ヨ
｛
・
日
］
日
ご
ロ
）
の
故
に
得
た
も
の
よ
り
も
大
き
な
利
益
獲
得
の
機
会
を
も
つ
と

い
う
こ
と
は
稀
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
テ
キ
サ
ス
・
ガ
ル
フ
・
サ
ル
フ
ァ
に
内
在
す
る
原
理
は
、
キ
ァ
レ
ラ
が
主
張

す
る
よ
う
な
狭
い
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
証
券
関
係
法
を
制
定
す
る
に
当
っ
て
議
会
は
、
役
員
や
取
締
役
の
使
い
込
み

（
匂
の
８
－
日
】
○
回
、
）
か
ら
株
主
を
守
る
こ
と
に
そ
れ
自
身
を
限
定
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
詐
欺
禁
示
規
定
の
主
た
る
目
的
は
、
証
券

（
色

取
引
市
場
の
完
全
性
（
］
貝
の
、
亘
庁
］
）
を
守
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
以
上
の
よ
う
な
理
由
に
よ
っ
て
判
決
は
、
“
＆
印
○
一
・
の
①
。
『
画
づ
め
‐

甘
旨
。
『
ロ
｝
の
を
敷
祈
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
提
言
し
て
い
る
。

「
会
社
内
部
者
で
あ
る
か
否
か
を
問
わ
ず
、
重
要
な
未
公
開
情
報
を
定
期
的
に
（
忌
唱
」
四
『
一
『
）
受
取
る
者
は
何
人
と
い
え
ど
も
、

積
極
的
な
開
示
義
務
を
負
う
こ
と
な
く
、
そ
の
情
報
を
証
券
取
引
に
お
い
て
利
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
も
し
彼
が
開
示
す

宙
）

る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
れ
ば
、
彼
は
買
付
も
し
く
は
売
付
を
す
る
こ
と
を
思
い
止
ま
る
べ
き
で
あ
る
。
」

右
の
見
解
に
対
し
て
は
、
本
判
決
の
少
数
意
見
で
メ
ス
キ
ル
（
日
用
こ
］
）
判
事
が
、
こ
の
判
決
は
一
○
条
ｂ
項
を
極
端
に
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内
部
者
取
引
を
詐
欺
禁
止
規
定
の
下
で
違
法
と
す
る
際
に
最
も
問
題
と
な
る
の
は
、
沈
黙
が
何
故
に
詐
欺
と
な
る
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
が
、
、
Ｓ
ｍ
ｏ
ｌ
Ｃ
の
①
。
『
号
の
首
ヨ
、
曰
一
の
は
詐
欺
的
行
為
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
命
題
を
開
示
義
務
に
転
換
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
不
開
示
を
詐
欺
と
同
視
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
も
の
で
、
コ
モ
ン
・
ロ
Ｉ
の
信
任
関
係
の
法
理
に
そ
の
理
論
的
根
拠

を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
ブ
ラ
ド
ー
ー
ー
教
授
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
－
に
依
ら
ず
と
も
、
公
開
会
社
の
株
式
が
取
引
さ
れ

て
い
る
市
場
の
状
況
（
日
四
『
胃
芹
８
貝
の
〆
（
）
は
、
機
能
的
に
、
開
示
義
務
と
不
実
表
示
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
義
務
と
を
同
一

化
す
る
（
目
四
囲
一
目
一
目
・
口
・
｛
囚
昌
の
。
｝
。
⑫
日
の
・
言
、
目
・
ロ
（
・
四
目
弓
（
・
旬
①
【
片
巴
ロ
ヰ
・
曰
目
閂
の
□
『
の
”
の
口
冒
、
）
も

（
四

の
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
、
会
社
か
ら
継
続
的
に
提
供
さ
れ
る
情
報
（
そ
の
中
に
は
、
法
に
よ
っ
て
提
供
を
命
ぜ
ら
れ
て

い
る
も
の
も
あ
れ
ば
自
発
的
な
も
の
も
あ
る
）
に
よ
っ
て
、
投
資
決
定
に
必
要
な
会
社
に
対
す
る
特
定
の
印
象
（
一
日
□
『
の
如
巴
目
）
が

（
。
『
；
｛
－
８
－
－
竜
）
拡
大
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
先
例
の
中
に
、
こ
の
こ
と
が
一
○
条
ｂ
項
の
司
法
的
発
展
の
道
程
に
お
い
て命
）

つ
ぎ
の
必
然
的
な
段
階
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
示
す
る
も
の
が
な
い
の
に
か
か
わ
ら
ず
拡
大
す
る
も
の
で
あ
る
と
批
判
し
て
い
る
。

メ
ス
キ
ル
判
事
は
、
キ
ァ
レ
ラ
に
対
し
て
開
示
義
務
を
課
す
る
こ
と
が
証
券
取
引
法
の
目
的
を
促
進
す
る
こ
と
に
な
る
こ
と
は
認
め

な
が
ら
も
、
そ
れ
は
立
法
論
で
あ
り
、
’
○
条
ｂ
項
お
よ
び
幻
巳
の
］
ｓ
－
ｍ
の
詐
欺
（
〔
日
目
）
の
解
釈
を
そ
こ
ま
で
拡
げ
る
こ

（
巴

と
は
解
釈
論
の
限
界
を
こ
え
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。

ロ
ブ
ラ
ド
’
’
１
（
即
且
。
①
】
）
教
授
の
見
解

テ
キ
サ
ス
・
ガ
ル
フ
。
サ
ル
フ
ァ
判
決
以
来
（
《
臼
、
。
一
・
⑰
の
。
『
号
の
圓
弓
》
『
口
一
の
は
、
連
邦
証
券
法
に
お
い
て
確
立
さ
れ
た
法
理

と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
ル
ー
ル
の
適
用
範
囲
、
と
く
に
い
わ
ゆ
る
外
部
者
へ
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
体
系
化
が
な
さ
れ
て
い

（的）

な
い
と
し
て
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
原
理
を
探
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
論
文
の
中
で
、
ブ
ラ
ド
ニ
ー
教
授
は
興
味
あ
る
見
解
を
提
示
し

て
い
る
。
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投
資
決
定
に
必
要
な
証
券
の
印
象
を
形
成
し
て
い
る
も
の
と
し
て
は
、
会
社
情
報
の
ほ
か
に
市
場
情
報
が
あ
る
。
株
価
に
与
え
る

影
響
の
点
で
は
市
場
情
報
も
会
社
情
報
と
変
り
は
な
い
し
、
詐
欺
禁
止
規
定
は
、
そ
の
文
言
お
よ
び
制
定
の
歴
史
か
ら
み
る
か
ぎ
り
、

会
社
情
報
と
非
会
社
情
報
（
市
場
情
報
）
を
区
別
し
て
い
な
い
し
、
会
社
内
部
者
と
外
部
者
と
い
う
区
別
も
し
て
い
な
い
。
従
っ
て
、

市
場
情
報
に
関
す
る
不
開
示
が
詐
欺
禁
止
規
定
の
下
で
詐
欺
と
み
な
さ
れ
る
と
い
う
事
情
は
会
社
情
報
の
場
合
と
変
ら
な
い
。
た
だ
、

市
場
情
報
は
、
証
券
に
関
す
る
印
象
を
創
り
出
し
た
こ
と
に
つ
い
て
責
任
の
あ
る
者
以
外
の
者
に
よ
っ
て
保
持
さ
れ
う
る
も
の
で
あ

る
か
ら
、
会
社
情
報
の
不
開
示
に
関
す
る
理
論
を
類
推
す
る
だ
け
で
は
不
完
全
で
あ
る
。
市
場
情
報
に
つ
い
て
は
、
誰
が
ど
の
よ
う

な
状
況
の
下
で
市
場
情
報
の
開
示
を
怠
る
こ
と
が
詐
欺
と
な
る
か
に
つ
い
て
吟
味
す
る
必
要
が
生
じ
て
輪
李
・

（渦）

ブ
ラ
ド
ニ
ー
教
授
は
、
そ
れ
ま
で
の
判
例
を
検
討
し
た
結
果
、
一
方
の
極
に
は
、
私
人
に
よ
る
情
報
収
集
を
奨
励
す
る
必
要
か
ら
、

詐
欺
禁
止
規
定
の
開
示
義
務
に
服
す
る
者
を
制
限
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
、
他
方
の
極
に
は
、
会
社
内
部
者
お

形
成
さ
れ
て
い
る
現
在
の
状
況
の
下
で
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
た
印
象
を
実
質
的
に
間
違
っ
た
も
の
に
す
る
よ
う
な
新
し

い
事
態
が
生
じ
た
場
合
、
そ
の
事
態
を
知
ら
せ
る
こ
と
を
怠
る
こ
と
は
、
外
部
者
に
対
し
て
、
そ
の
事
態
が
生
じ
る
以
前
の
情
報
開

示
が
依
然
と
し
て
真
実
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
表
示
し
た
の
と
同
じ
効
果
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
そ
の

新
し
い
事
態
を
開
示
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
ま
さ
に
、
詐
欺
禁
止
規
定
に
い
う
、
表
示
し
た
こ
と
が
誤
解
を
招
く
結
果
に
な
ら
な

い
た
め
に
必
要
な
重
要
な
事
実
の
開
示
を
怠
る
こ
と
（
例
え
ば
宛
巳
の
Ｓ
ワ
ー
ロ
》
一
■
｝
）
に
該
当
す
る
こ
と
に
な
る
と
す
る
。
こ
の

場
合
、
重
要
な
事
態
が
会
社
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
こ
れ
に
関
し
て
開
示
義
務
を
負
わ
さ
れ
る
者
は
、
右
の
よ
う
な
意
味
で

の
虚
偽
の
印
象
を
生
じ
さ
せ
た
者
な
い
し
は
そ
の
情
報
を
有
し
て
い
る
者
と
し
て
の
会
社
な
い
し
は
会
社
内
部
者
と
す
る
の
が
最
も

合
理
的
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
会
社
な
い
し
は
会
社
内
部
者
の
開
示
義
務
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
－
に
依
る
こ
と
な
く
根
拠
づ
け

（
Ｕ

る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。
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よ
び
そ
の
従
者
（
②
胃
の
］
旨
の
）
並
び
に
顧
客
と
取
引
を
す
る
場
合
の
証
券
専
門
家
（
の
①
目
『
旨
の
⑩
ロ
『
。
［
①
⑫
巴
。
口
巳
⑪
）
は
、
負
・
曰
の
。
］
。
⑫
の

。
『
号
の
白
ご
》
〕
『
ロ
｝
の
に
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
す
る
。
問
題
は
、
こ
の
う
え
更
に
、
誰
を
、
ど
の
よ
う

な
情
報
に
つ
き
、
ど
の
よ
う
な
原
理
に
よ
っ
て
、
開
示
義
務
を
負
わ
さ
れ
る
者
の
中
に
加
え
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
教
授
に

よ
る
と
、
あ
る
者
が
取
引
の
相
手
方
よ
り
も
情
報
の
面
で
優
位
に
あ
る
場
合
に
、
そ
の
相
手
方
と
の
取
引
に
お
い
て
そ
の
優
位
性
を

利
用
し
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
命
題
を
生
ず
る
本
質
的
な
要
素
は
、
そ
の
努
力
や
資
力
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
相
手
方
は
そ
の
者

（洞）
の
優
位
性
を
合
法
的
に
克
服
す
る
（
。
ご
閂
８
日
の
）
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
と
し
、
そ
の
こ
と
を
基
本
原
理
と
し
て
、
適

用
の
範
囲
に
つ
き
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
結
論
づ
け
る
。

「
＆
⑪
○
一
・
印
①
。
『
：
旦
巴
ロ
目
一
の
の
論
理
は
、
｜
股
大
衆
に
と
っ
て
合
法
的
に
克
服
も
し
く
は
相
殺
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
、

情
報
に
お
け
る
優
位
性
を
個
人
的
な
利
益
の
た
め
に
利
用
す
る
こ
と
を
排
除
す
る
も
の
で
あ
る
（
岳
の
］
○
四
Ｄ
Ｃ
［
ｓ
⑩
臼
：
」
。
⑪
①
‐

。
『
「
：
、
圓
口
且
の
口
の
。
一
目
の
、
の
恩
｝
。
－
国
ご
目
○
ｍ
目
目
・
同
日
日
一
・
局
－
且
『
自
一
の
、
の
言
昌
岳
の
目
ワ
］
】
・
一
⑪
目
騨
‐

す
一
の
］
四
三
旨
］
一
宮
ｓ
ｏ
こ
の
『
８
ョ
①
。
『
・
【
｛
⑪
の
（
）
。
歴
史
的
に
は
、
詐
欺
禁
止
規
定
は
、
通
常
の
取
引
に
お
い
て
も
、
会
社
内
部

者
や
市
場
専
門
家
（
も
し
く
は
Ｈ
の
巴
］
日
⑳
）
が
有
す
る
こ
と
に
な
る
浸
食
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
（
目
の
『
・
口
：
］
の
）
情
報
に
お
け

る
優
位
性
に
対
し
て
の
み
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
原
理
は
、
そ
の
よ
う
な
情
報
に
お

（
ｃ

け
る
優
位
性
を
有
す
る
す
べ
て
の
者
に
よ
る
取
引
か
ら
一
般
投
資
者
を
保
護
す
る
こ
と
に
ま
で
拡
大
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
」

右
の
原
則
は
、
個
々
の
投
資
者
の
力
、
富
、
努
力
も
し
く
は
知
性
の
違
い
に
よ
っ
て
情
報
へ
の
合
法
的
な
接
近
に
お
い
て
体
系
的

謹啄平等（⑪園芹の曰、画⑤冒日巨呂ご・ｍ一四冨冒一ｍｇの⑩の（。一旦日日四菌・ロ）が生じることを否定するものでは
な
く
、
ま
た
、
情
報
に
お
け
る
優
位
性
が
、
｜
般
投
賢
者
が
合
法
的
に
利
用
し
う
る
情
報
を
収
集
し
て
得
た
結
果
そ
の
も
の
で
あ
る

行
）

場
合
に
ま
で
そ
の
優
位
性
の
利
用
を
否
定
す
る
も
の
で
も
な
い
。
た
だ
し
、
後
者
の
場
合
、
優
位
性
を
利
用
し
う
る
者
か
ら
そ
の
情
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報
を
得
た
者
ま
で
が
当
然
に
そ
の
優
位
性
を
利
用
し
う
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
、
株
式
公
開
買
付
者
は
、
公

開
買
付
に
当
っ
て
、
事
前
に
公
開
買
付
の
意
図
を
公
表
す
る
必
要
は
必
ず
し
も
な
い
が
、
公
開
買
付
者
か
ら
そ
の
こ
と
を
内
報
さ
れ

（
じ

た
者
が
、
当
然
に
そ
の
情
報
を
利
用
し
う
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。

ヘヘ注
１５１４
－'、－

（
Ⅳ
）
と
の
点
に
つ
き
詳
し
く
は
、
拙
稿
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
内
部
者
取
引
規
制
の
法
理
ロ
」
琉
大
法
学
二
二
号
六
四
頁
以
下
参
照
。

（
昭
）
す
な
わ
ち
、
ま
だ
株
主
と
な
っ
て
い
な
い
買
主
と
売
主
た
る
取
締
役
等
の
間
に
は
信
任
関
係
が
存
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（
四
）
』
Ｃ
、
回
・
○
・
・
四
芹
⑫
】
函
・

（
卯
）
』
。
】
句
・
函
９
画
｛
ロ
ー
ヨ
ー
ー
Ｐ

（
則
）
冒
昌
の
冨
四
寡
の
『
Ｃ
閉
曰
く
の
⑫
←
Ｃ
『
の
三
目
四
ｍ
の
目
の
員
○
。
‘
・
瞳
⑫
．
ｐ
・
○
・
忠
山
（
］
・
『
』
）
本
審
決
の
解
説
、
龍
田
〔
一
九

七
三
－
二
〕
ア
メ
リ
カ
法
二
九
九
頁
以
下
。

（
躯
）
、
与
国
ロ
冑
。
『
・
言
の
『
１
一
Ｆ
］
己
Ｃ
ワ
ヨ
①
目
の
壹
甸
の
ロ
ロ
の
円
陣
印
日
】
三
百
○
・
》
』
①
切
司
・
画
二
画
四
ｍ
（
函
。
。
】
『
・
］
二
』
）

本
判
決
に
つ
い
て
は
、
神
崎
「
米
国
に
お
け
る
内
部
者
取
引
規
制
の
展
開
」
民
商
法
雑
誌
七
四
巻
五
号
七
八
七
頁
以
下
参
照
。

（
羽
）
○
彦
山
の
ご
弓
・
の
冒
耳
戸
因
四
『
。
の
轌
陣
○
○
：
』
い
⑭
句
・
国
旦
巨
函
『
（
い
□
○
一
『
・
］
②
『
Ｃ
）
》
少
鷺
一
二
四
芹
の
」
ご
芹
の
○
寓
旨
の
口
の
ご
・

ご
ロ
津
①
ｅ
の
芹
凹
忌
璽
一
○
②
ｐ
．
ｍ
．
】
唾
⑭
（
】
ｃ
『
函
）

〆■、

１６
ミーグ

、
、
画
］
（
］
①
『
『
）

注
（
４
）
（
５
）
参
照
。

コ
モ
ン
・
ロ
Ｉ
を
背
景
に
し
て
制
定
法
が
立
法
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
制
定
法
が
新
し
い
も
の
で
あ
る
場
合
に
、
そ
の
解
釈
に
当
っ
て
、

コ
モ
ン
・
ロ
１
の
下
で
訓
練
さ
れ
た
裁
判
官
や
法
律
家
が
、
コ
モ
ン
・
ロ
Ｉ
を
手
本
と
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

目
目
Ｐ
ｏ
ｐ
】
⑫
伊
。
⑪
⑫
》
の
①
○
口
己
註
の
⑫
”
の
園
ロ
］
口
は
。
ｐ
］
』
⑬
◎
（
函
ｑ
①
。
。
』
①
⑤
』
）

三
・
勺
『
。
②
の
①
『
》
曰
与
の
い
□
君
○
ｍ
目
◎
目
②
⑭
】
９
（
←
岳
の
Ｑ
・
后
『
］
）
印
勾
の
⑫
目
芹
の
目
】
の
貝
（
の
①
Ｄ
Ｃ
目
。
）
Ｃ
帛
弓
。
『
扇
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〆■、〆へグー、

３５３４３３
、．'、.'、－〆

〆~、〆へ〆､

３２３１３０
、．'、、グ、－〆

’－，’－，

２９２８
、､グＬ-'

〆~、グー、グー、

２７２６２５
、－’、－、＝

′￣、

２４
、－

○
円
山
口
の
。
。
。
『
・
雪
の
⑪
互
口
、
弓
◎
巳
、
尹
冑
国
門
口
丙
の
。
。
。
。
』
］
①
句
．
⑭
。
『
⑭
『
（
画
。
○
】
『
・
］
屯
⑤
⑫
）
。
○
の
『
（
・
○
の
己
の
Ｂ
心
い
つ

ロ
・
Ｐ
の
西
口
（
］
①
『
◎
）

の
因
○
く
．
三
四
口
こ
の
『
山
口
Ｐ
〔
」
①
『
切
目
日
ロ
呉
の
『
切
冒
○
ｍ
［
〕
可
の
已
・
Ｆ
・
幻
の
己
．
（
○
○
因
）
①
Ｐ
四
ｍ
『
（
ｐ
ｚ
・
胃
・
］
ｃ
『
⑭
）

国
宕
の
賃
『
・
田
の
四
『
②
芹
○
。
『
己
。
、
①
一
句
・
四
二
］
国
。
］
（
」
・
『
①
）

○
．
目
口
の
貝
・
河
国
斡
・
富
・
鳶
§
ぬ
い
冒
守
島
ご
｛
・
『
２
．
貰
屏
。
『
。
②
量
呵
厚
風
、
『
Ｓ
》
‐
勲
同
口
農
具
緯
Ｒ
砧
い
い
『
○
円
其
◎
。
：
註
一
．
司
壹
自
旦

ロ
ヨ
鴬
軋
一
ｍ
貫
国
②
己
・
○
守
冒
『
吋
罵
・
】
⑤
ｇ
三
】
⑩
。
Ｆ
・
幻
の
『
・
］
巴
．
】
『
］
・

閂
只
》
［
［
円
い
。
②
い
》
ｕ
屋
、
『
ロ
ゴ
。
｛
の
』
Ｐ
四
一
」
』
ｍ
Ｐ

シ
員
冨
『
可
］
の
一
②
島
の
『
．
］
『
．
．
宛
○
す
の
『
一
国
・
三
目
昌
巴
ョ
》
］
Ｃ
声
ロ
○
・
三
■
『
□
ご
》
］
『
・
・
し
君
『
』
冨
葛
具
与
ｐ
息
ｑ
誉
ご
罫
⑮

宛
⑩
ｇ
ｏ
富
乳
戴
鳶
】
Ｓ
ｃ
冴
、
ご
將
旨
ロ
『
懇
凰
貸
「
ｓ
§
§
ｇ
伊
局
］
□
・
勺
四
・
Ｆ
宛
の
ご
・
『
患
・
ぬ
】
⑭
Ｐ
『
、
（
】
①
『
い
）

〔
す
の
『
の
ヨ
回
再
の
『
ロ
－
－
８
ｍ
の
国
の
】
の
ｇ
の
『
・
宣
巨
且
ご
冒
陣
三
口
『
□
ご
〕
本
論
文
の
紹
介
、
神
崎
〔
一
九
七
四
－
一
一
〕
ア
メ
リ

カ
法
三
八
六
頁
以
下
。

伊
凹
ご
殖
の
ご
◎
。
『
ず
の
鐘
、
司
愚
ご
◎
芹
の
国
・
山
芹
」
Ｐ

冒
吻
島
貯
司
早
薗
颪
隷
訂
四
ｍ
○
ョ
⑩
Ｃ
忌
。
“
斡
○
園
ロ
ゴ
〈
』
功
◎
ョ
⑩
ト
ヨ
》
助
」
月
§
笛
》
］
の
①
○
・
両
の
、
．
Ｐ
・
］
・
』
温
》
塑
圏
’
四
』
（
巴
忌
）

（
『
の
己
『
一
員
冒
困
○
．
ヨ
ョ
の
ご
一
い
の
〔
（
の
『
［
『
○
日
昼
の
の
■
ず
○
．
日
日
一
茸
の
①
。
ｐ
、
『
Ｃ
寿
の
『
Ｉ
Ｃ
の
山
】
の
『
二
四
｛
芹
の
制
四
ｐ
Ｑ

ｍ
Ｅ
ワ
○
○
ヨ
日
】
耳
の
①
。
己
勾
ロ
一
の
］
Ｃ
ご
Ｉ
、
。
【
｛
ず
の
○
○
日
日
】
尊
の
の
。
ご
可
の
。
⑩
『
四
］
宛
の
、
口
］
凹
茸
Ｃ
ｐ
Ｃ
由
の
の
。
ｐ
『
］
ど
の
い
○
烏

｛
ず
の
ｍ
の
。
ご
○
。
。
［
。
。
『
ロ
ｏ
『
凹
蔑
Ｃ
ｐ
ｍ
四
口
富
ご
頤
ロ
ロ
』
ｍ
Ｅ
ｍ
ヨ
の
⑩
の
Ｆ
■
三
○
局
一
ヶ
①
シ
日
の
ユ
。
四
口
、
四
門
シ
⑪
印
Ｃ
ａ
ｇ
】
。
。

（
。
。
｛
・
］
団
。
］
②
『
酉
）
〔
ず
①
【
の
ヨ
ロ
｛
芹
の
『
＆
（
の
二
ｍ
⑩
シ
国
少
○
Ｃ
日
日
の
ｐ
言
い
の
茸
の
『
〕

司
一
の
諒
呂
の
ワ
三
巨
口
□
ず
の
一
日
陣
冨
回
『
□
ご
》
②
虞
、
日
ロ
。
｛
の
画
Ｐ
賀
『
患
－
⑭
ｇ
・

閨
（
》
四
芹
⑭
Ｃ
『

円
へ
鍔
画
一
②
○
国

貝
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（
灯
）

（
妬
）

（
妬
）

（
蝿
）

（
“
）

戸、グー、

４１４０
、．’、－〆

’－，

４２
、－'

′￣、′￣、

３９３８
、－'、－’

グー、グー、

３７３６
、－’、－〆

ご
】
。
（
。
Ｈ
切
目
ロ
ロ
の
］
・
§
・
蔵
可
②
．
○
屋
冴
匙
可
⑫
．
§
》
＆
帛
其
Ｃ
可
冒
蔑
○
旨
口
』
』
＆
。
§
冒
晦
輔
い
冨
弓
烏
、
爵
、
両
吋
烏
ゴ
旦
切
、
。
§
鐸
討
い

い
ｐ
ｇ
②
画
⑪
②
四
四
『
『
・
伊
・
”
の
『
。
②
函
国
》
四
四
℃
（
］
⑤
『
①
）
〔
面
の
Ｈ
の
〕
ご
凹
帛
｛
の
門
、
寡
の
□
口
の
国
吋
口
。
ｐ
の
］
〕

・
国
・
画
芹
⑭
Ｐ
Ｃ
》
し
国
鈩
○
○
コ
旨
口
の
ロ
｛
い
か
鷺
の
『
邑
⑭
虞
、
『
ロ
ロ
○
房
の
⑭
蝉
四
一
⑭
⑭
ｍ
・

甸
一
の
】
⑪
○
ず
の
曰
三
亘
。
□
ゴ
＆
ョ
伜
三
巨
『
ロ
ゴ
募
功
量
一
己
『
衝
。
。
（
の
』
Ｐ
ロ
芹
巴
ヨ
コ
ン
、
シ
○
○
曰
日
の
目
伊
の
耳
の
Ｈ
ご
切
員
、
『
圓

口
○
一
の
四
ｍ
】
四
件
哩
唖
、
。

、
『
ロ
ロ
ロ
の
］
》
吻
屋
ｃ
弐
・
口
○
一
の
⑬
【
画
一
四
一
烏

の
①
ロ
の
『
四
一
弓
冒
］
の
○
○
吋
己
。
ご
・
『
凹
二
の
竜
［
ヨ
ユ
ロ
⑪
一
ユ
の
②
》
』
Ｃ
』
両
‐
国
○
毎
ｍ
Ｐ
］
①
←
（
国
二
○
一
円
．
］
①
②
、
）
》
ｏ
の
円
芹
・
ロ
の
己
の
ｇ

哩
垣
、
ご
‐
、
＠
画
●
（
樟
⑪
②
の
）

の
回
。
『
・
の
『
の
、
一
シ
日
の
国
○
四
コ
［
ロ
ロ
口
⑪
芹
『
〕
の
⑩
】
』
。
『
旬
・
画
。
』
切
堕
・
Ｐ
②
◎
（
、
且
○
一
『
・
』
＠
ｍ
②
）
・
○
の
ｎ
片
。
』
の
ご
】
の
ｇ
⑫
①
、

□
・
の
。
＠
函
つ
ロ
む
つ
①
）
．

ご
ｏ
Ｈ
ｍ
ｍ
ｐ
》
鷺
、
目
。
。
｛
の
国
・
ｍ
－
Ｅ
岳
・

取
引
当
事
者
の
一
方
に
開
示
義
務
あ
り
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
コ
モ
ン
・
ロ
－
自
体
に
発
展
が
み
ら
れ
る
こ
と
に
つ
き
、
日
目
①
］
．

⑰
虞
己
式
肩
口
。
←
の
②
『
》
四
芹
⑫
申
、
ロ
・
】
］
Ｃ
亟
伊
ｐ
ｐ
ｍ
の
ご
○
◎
戸
や
②
筐
己
葛
・
ロ
。
｛
の
⑭
》
四
一
ｍ
Ｃ
・

司
一
の
】
：
弓
の
『
・
冨
巨
ロ
旦
与
の
】
ロ
】
伜
旨
巨
Ｈ
□
ず
］
》
吻
尽
、
§
ご
Ｃ
芹
の
⑭
Ｐ
日
②
】
ｍ
－
】
『
》
の
ロ
。
『
．
。
『
の
、
｛
鈩
口
］
の
『
』
ｏ
四
百
‐

』
目
⑪
芹
門
】
の
、
】
匂
忌
Ｃ
、
ロ
ロ
。
（
の
唱
四
や
四
（
』
③
○
・

尹
切
缶
○
○
日
目
の
日
田
の
鳶
の
が
②
§
自
己
Ｃ
芹
の
患
・
日
置
垣
１
９
本
稿
一
一
山
側
○
○
○
頁
参
照
。
ま
た
、
市
場
の
効
率
化

の
観
点
か
ら
、
市
場
情
報
の
開
示
義
務
に
つ
い
て
は
制
限
が
加
え
ら
れ
る
べ
き
と
．
生
き
主
張
す
る
も
の
と
し
て
、
］
。
ｇ
句
，
因
閂
目
目
目
・

目
尽
」
回
同
・
§
冒
勵
具
○
筐
厨
蔦
貸
｛
ミ
ミ
量
・
苫
・
§
＆
滝
慧
庁
皀
守
Ａ
』
９
口
・
句
血
・
仔
・
幻
の
『
・
」
四
ｓ
（
】
ｇ
］
）

可
］
の
】
の
◎
ず
閂
．
三
目
島
の
旨
】
伜
三
月
ｐ
ご
論
文
（
注
調
）
は
、
’
○
条
ｂ
項
お
よ
び
幻
ロ
』
の
］
Ｃ
ｄ
Ｉ
ｍ
に
基
づ
く
規
制
が
市
場
情

報
に
及
ぶ
場
合
に
生
じ
う
る
事
例
を
分
析
、
検
討
し
た
注
目
す
べ
き
文
献
で
あ
る
。

」
◎
】
可
・
函
』
四
一
ｍ
←
⑭
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戸､'￣、〆■、〆~、〆へ〆へグー、

６５６４６３６２６１６０５９
、ﾛグ、－’、-’、-ゾ、－〆、－’、－'

戸､〆へ戸、グー､’￣､′■、〆■、〆へ'￣、グー、グー、

５８５７５６５５５４５３５２５１５０４９４８
、－’、－’、.ソ、.ン､-〆、.’、.グミージ～ン、－’、ﾛグ

浄
閂
，
田
一
四
心
ヨ
ー
』
Ｐ

円
凰
・
四
一
⑭
』
画
・

国
民
臼
一
⑬
』
『
・

周
』
・
画
一
②
←
ｃ
－
ｍ
Ｐ

ｐ
ｐ
鳶
旦
、
白
（
の
印
ぐ
・
○
三
ｍ
『
の
］
］
四
・
ｍ
②
、
句
・
因
】
単
切
⑪
（
ご
『
⑭
）
本
判
決
に
つ
い
て
は
、
栗
山
「
内
部
者
取
引
と
内
部
者
の

範
囲
」
同
志
社
法
学
一
一
一
一
一
一
巻
一
一
一
号
一
四
六
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
本
判
決
の
三
日
の
陣
○
．
ロ
］
曰
の
ロ
芹
と
し
て
、
○
．
目
目
の
具
・
園
。

【
、

》
⑤

』
傅
蔦
日
蝕
◎
菖
旦
宛
一
巨
庁
ご
》
，
⑨
秤
。
員
身
否
凰
『
冨
融
烏
『
鰯
詫
口
菖
且
、
冒
蒔
巳
べ
房
旦
冒
割
Ｅ
ｐ
・
畠
出
口
。
．
Ｆ
・
幻
の
ぐ
・

】
田
②
（
］
＆
Ｃ
）
一
三
Ｃ
芹
の
》
ミ
ｏ
ｍ
ｏ
・
言
：
二
・
炉
・
幻
の
ご
・
③
霞
（
］
②
ご
）
印
。
◎
曰
『
ロ
の
具
・
喝
§
日
ご
○
芹
の
画
『
・

そ
の
事
例
に
つ
き
、
三
．
『
恩
。
》
鷺
ご
「
ロ
：
芹
の
】
四
・
日
］
←
】
②
Ｐ
９
．

ｍ
ｍ
②
句
・
陣
ロ
ロ
芹
】
⑭
②
一
・

員鰍回国爵

、
両
○
幻
の
一
の
四
ｍ
の
害
②
』
－
］
つ
②
」
Ｐ
シ
臣
、
。
］
・
・
の
『
い
や
『
の
ロ
ユ
ロ
芹
の
ロ
日
］
、
の
ｏ
・
幻
の
ｍ
・
炉
・
］
・
函
函
①
（
』
②
『
←
）
・

閂
【
浄
四
一
⑬
⑫
○
・

注
（
躯
）
参
照
。

シ
■
し
○
○
日
ロ
］
の
ロ
ー
Ｐ
の
耳
の
『
。
、
虞
己
自
己
◎
芹
の
哩
噌
・
口
｛
い
い
函
Ｉ
塑
切
・

閂
へ
鍔
、
←
②
②
、
。

員巨

ロ
｛
』
単
③
ム
ー
○
回

、
芹
』
い
①
、
。
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（
犯
）

グー、’■、

７７７６
、－Ｊ、－'

’■、'■、

７５，７４
、－'、－'

〆、〆、

７３７２
、－Ｊ、■’

'字､〆、

７１７０
、.ン出ﾛ’

'字、〃￣、グー、グー、

６９６８６７６６
、■’‘、－Ｊﾐーグ、－’

注
（
訂
）
参
照
。

国
門
ロ
ロ
ロ
の
］
》
、
鐘
昏
式
画

渭
輿
煙
（
，
⑫
砲
②
Ｉ
函
『
・

肖
鹿
、
芹
哩
哺
垣
Ｉ
⑭
“
・

閂
只
口
許
函
⑬
Ｃ
ｌ
、
喫

閂
男
臼
言
四
ｍ
⑬
－
ｍ
←

鼠

閂
感
・
ロ
芹
⑪
①
』

爵
糾
四
斤
函
、
⑭

田
包
・
画
詩
⑭
①
つ

閂
｛
』
四
（
］
“
『
唖
・

円
尽
浄
山
岳
」
四
『
⑪
０
１
『
団
。

嵐

ロ
Ｃ
芹
の
⑬
『
し
ロ
庁
璽
画
⑤
。


